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トピックス　  まちの話題 

藍
綬
褒
賞
の
伝
達
が
１
月
７
日
、
町
長
室

で
行
わ
れ
、
町
長
よ
り
章
記
と
褒
賞
が
菊
池

穂
津
美
さ
ん
に
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

菊
池
さ
ん
は
大
鰐
地
区
防
犯
指
導
隊
と
黒

石
地
区
防
犯
指
導
隊
大
鰐
支
隊
で
の
活
動
、

平
成
20
年
度
か
ら
は
支
隊
の
指
導
隊
長
を
務

め
た
防
犯
実
践
活
動
の
推
進
に
寄
与
し
た
功

労
が
認
め
ら
れ
、
令
和
７
年
11
月
３
日
付
け

で
藍
綬
褒
章
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

町
長
は
「
長
年
に
渡
り
、
地
域
の
防
犯
活

動
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。」
と
感
謝
を
述
べ
、
防
犯
指
導
隊
か

ら
の
記
念
品
の
贈
呈
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

１
月
17
日
、
大
鰐
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

鰐
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
で
健
康
フ
ェ
ス
タ
を
開
催
し
ま

し
た
。
約
１
８
０
名
の
方
が
来
場
し
、
終
始

に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
と
な
り
ま
し
た
。「
湯

の
郷
お
お
わ
に
健
康
長
寿
宣
言
」
10
周
年
を

記
念
し
、
弘
前
大
学
特
別
顧
問
・
中
路
重
之

氏
に
よ
る
講
演
や
健
康
長
寿
宣
言
８
か
条
の

紹
介
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
蔵
館
保
育

園
の
園
児
た
ち
に
よ
る
よ
さ
こ
い
や
一
輪
車

の
演
技
も
披
露
さ
れ
、
会
場
を
大
い
に
盛
り

上
げ
ま
し
た
。
健
康
測
定
や
健
康
食
の
試
食

コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
設
け
ら
れ
、
楽
し
み
な
が

ら
健
康
に
つ
い
て
見
直
す
一
日
と
な
り
ま
し

た
。

教
育
委
員
に
辞
令
が
交
付
さ
れ
ま
し
た

菊
池
穂
津
美
さ
ん
が
藍
綬
褒
賞
を
授

与
さ
れ
ま
し
た

健
康
フ
ェ
ス
タ
～
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｎ
Ｅ
Ｗ 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
～
を
開
催
し
ま
し
た

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た

令
和
７
年
11
月
か
ら
12
月
ま
で
の
間
に
３

件
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
公
益
社
団
法
人
弘
前
法
人
会
」
様
か
ら

は
大
鰐
町
中
央
児
童
館
に
児
童
遊
具
を
、

「
社
会
福
祉
法
人　

北
光
会
」
様
か
ら
は
大

鰐
小
・
中
学
校
に
音
楽
活
動
に
か
か
る
費
用

を
、「
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー
」
様
か
ら

は
大
鰐
小
・
中
学
校
に
児
童
生
徒
用
図
書
を

寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

寄
附
い
た
だ
い
た
も
の
は
、
町
の
子
ど
も

達
の
健
全
な
育
成
の
た
め
に
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

写
真
は
寄
附
い
た
だ
い
た
遊
具
で
遊
ん
で

い
る
児
童
の
様
子
で
す
。

町
教
育
委
員
辞
令
交
付
式
が
１
月
７
日
、

町
長
室
で
行
わ
れ
、
山
口
裕
子
さ
ん
に
辞
令

が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

山
口
さ
ん
は
、「
皆
さ
ま
の
ご
指
導
の
も

と
、
待
ち
の
教
育
の
発
展
に
引
き
続
き
尽
力

し
た
い
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

山
口
さ
ん
は
、
平
成
29
年
か
ら
教
育
委
員

を
務
め
、
今
期
で
３
期
目
と
な
り
ま
す
。

教
育
委
員
と
は
、
主
に
教
育
行
政
の
基
本

方
針
や
重
要
事
項
を
審
議
し
、
決
定
す
る
職

責
を
担
っ
て
お
り
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化

に
対
し
て
見
識
を
有
す
る
方
の
中
か
ら
、
町

長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
し
て
い
ま
す
。
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

口腔機能の低下（オーラルフ
レイル）を予防しましょう

　右の図のように、口や口の周りの筋肉
が衰えていくことを「オーラルフレイ
ル」といいます。オーラルフレイルは、
全身のフレイル（虚弱）やサルコペニア

（筋肉量の減少、筋力低下）の発症、低
栄養状態、さらには要介護認定や死亡リ
スクの増加と関連があることがわかって
います。

　オーラルフレイルの改善や予防にお口
の体操を行いましょう。

対 象 者　65歳以上の町民
参加費用　無料
開催日時　月２回程度　水曜日　13時30分～15時
場　　所　大鰐町中央公民館　集会室

■お問合せ　保健福祉課地域包括支援係　☎ 55・6569（直通）

さわやかシニア教室　参加者募集

①舌のストレッチ（よく嚙み、よく飲込めるように）

◎お口の体操

②あいうべ体操（口の周りの筋肉をきたえる）目安は①～④を 30回

65歳以上の町民を対象に筋力アップのための運動や認知機能低下予防のレクリエーション、脳トレやお口の
体操を中心とした内容で行う介護予防や仲間づくりを目的とした教室です。参加を希望される方は、実施日に直
接会場にお越しください。

舌を「ベーッ」と
前に出す（３回）

①「あ」と大きく
　　開く

②「い」と大きく
　　横に広げる

③「う」と口を
　　前に突き出す

④ 舌を「べ」と
　 下にのばす

出した舌を動かす（上下左右各３回） 舌をゆっくりと回しながら
唇をなめる（３回）

開催日
令和８年２月 ４日 25日

　　　　３月 ４日 18日
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第80回国民スポーツ大会冬季大会
スキー競技会開催のお知らせ

開催日　2026年２月14日（土）～ 17日（火）
会　場　大鰐温泉スキー場、青森あじゃらの森クロスカントリーコース（ラグビー場）

競　技　ジャイアントスラローム（GS）・クロスカントリー（CC）

■大会に関する問合せ先　全国スキー大会準備室　☎ 88・6035

競技会場駐車場の規制・お願いについて
●駐車場規制期間（GS)
　２月13日（金）～17日（火）
●駐車場規制期間（CC）
　２月12日（木）～17日（火）
　上記の期間中は、競技会場周辺において混雑が予

想されます。

　また、競技会場周辺の駐車場は、一般観客の方は
ご利用できません。
　大会の円滑な運営のため、ご理解とご協力をお願
いいたします。

観戦を希望される方へのご案内
　競技の観戦を希望される方は、公共交通機関（鉄

道・路線バス）をご利用ください。

　JR 大鰐温泉駅から大会シャトルバスを運行します。

　大会シャトルバスをご利用のうえ、競技会場へお越

しください。

（GS・CC 会場への直通便のみ）

●大会シャトルバス乗降場所・時刻表はＰ５参照。
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大会シャトルバスの運行について

運行期間　2026年２月15日（日）～17日（火）

発着場所　JR 大鰐温泉駅前

　ジャイアントスラローム（GS）会場

　クロスカントリー（CC）会場行きの２方面編成

大会シャトルバスを利用予定の方々へ
　大鰐温泉駅前の駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関（町民の皆さまはデマンドバス）を利用して

駅前までお越しください。

GS 会場行き
〇始発便

　８：00　JR 大鰐温泉駅発

（約30分間隔で運行）

〇最終便
　２/15～16
　15：40　雨池スキーコミュニティセンター発

　２/17
　13：50　雨池スキーコミュニティセンター発

CC 会場行き
〇始発便

　８：00　JR 大鰐温泉駅発

（約30分間隔で運行）

○最終便
　15：45　わんぱく広場駐車場発

■大会シャトルバスに関する問合せ先
　青の煌めきあおもり国スポ冬季大会
　スキー競技会青森県実行委員会事務局
　 ☎ 017・734・9183

■デマンドバスに関する問合せ先
　企画観光課　☎ 55・6561

大会シャトルバスについて
（二次元コード）
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

町県民税の申告が必要かチェックしてみましょう
　今月から町県民税の申告相談が始まります。下のフローチャートで申告が必要か確認してみましょう。
　自分に当てはまる矢印を進んでください。なお、表示の年齢は令和８年１月１日現在のものになります。
【注意】チャートは一般的なケースを想定していますので、ご不明な点は税務課　☎ 55・6562（直通）までお

問い合わせください。

○チャート中の各『所得』の求め方は、毎戸配布した『令和８年度町県民税申告説明書』をご覧ください。
○所得税の納付が必要な方は、「所得税の確定申告」が必要です。
○すでに納付した（源泉徴収された）所得税の還付を受けるためには、「所得税の確定申告」が必要です。

以下に該当する方は、町の申告相談では対応できません。

●青色申告をする方
●海外での収入がある方
●令和７年中に住宅の新築や増改築、中古住宅の購入をし、
　「住宅借入金等特別控除」の対象となる方
●先物取引を行った方
●消費税、贈与税、相続税の申告が必要な方
●譲渡所得があり特例適用の対象となる方

■お問合せ　税務課　☎ 55・6562（直通）

令和８年度町民税・県民税申告相談

●とき　令和８年２月16日（月）から
　　　　　　　　３月16日（月）まで

※詳しい日程は広報おおわに１月号または毎
戸配布の『令和８年度町県民税申告説明
書』をご覧ください。
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農業を営む皆様へ

弘前税務署からのお知らせ
●【所得税・消費税・贈与税確定申告書作成会場の開設】
○開設場所　弘前市立観光館（弘前市大字下白銀町２－１）　１階多目的ホール
○開設期間　２月16日（月）～３月16日（月）《土、日、祝日を除く》
○開設時間　９時～16時
〇注意事項　会場の駐車場は有料です。なお、駐車可能台数に限りがありますので、ご来場の際は公共交通機関

をご利用ください。
※１　スマホ（又はパソコン）とマイナンバーカードを利用して、自宅から e－Tax で24時間申告することがで

きますので、是非ご利用ください。
※２　申告書作成会場での相談を希望される方は、LINE によるオンライン事前予約

をお願いします。
　　　当日の相談受付は、相談枠に限りがありますので、オンライン事前予約を是

非ご利用ください。
　　　なお、LINE によるオンライン事前予約は、LINE アプリで国税庁 LINE 公式アカウントのお友だち追加

が必要です。
※３　所得税の確定申告書の作成に当たっては、マイナポータル連携をご利用ください。医療費やふるさと納税

などの情報を申告書に自動入力することができ、申告書をスムーズに作成できます。
※４　申告書作成会場では、スマホとマイナンバーカードを利用し、ご自身で申告書を作成、e-Tax により送信

（提出）していただきますので、スマホとマイナンバーカードをお持ちの方は必ずご持参ください。マイ
ナンバーカードに設定した２種類のパスワード（注）のほか、マイナンバーカードの電子証明書が無効化
されていないかを来場前に必ずご確認いただきますようお願いします。

（注）利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）、署名用電子証明書のパスワード（英数字６～16 文字）

■お問合せ　弘前税務署個人課税第一部門（弘前市大字本町2－2）　☎ 32・0331（代表）※自動音声「２」番

●必要書類のお忘れにご注意ください
　２月16日（月）から町民税・県民税の申告相談が始まります。
　申告相談時には次の資料を確認しますので、あらかじめご準備ください。

●資料の事前準備や整理のお願い
　農業収入のある方は農業の「収支内訳書」を作成するため、給与・年金収入のみの方に比べて相談時間が長く
なります。
　申告相談時間の短縮のため、「精算仮渡金明細書」や「販売明細の証明書」など、事前に取引先（農協、弘果等）
から必要書類を取り寄せて申告相談会場にお持ちください。
　また、弘果と取引している方は、売買仕切書の計算を済ませておいてください。
　売買仕切書を計算するときは、収入（合計（税込み）と記載されている欄）の額と、経費（委託手数料、運賃、
協力金等が記載されている控除金額の欄）の額をそれぞれ分けて計算してください。
※資料の不足により内訳が判別できない場合、申告相談を中断し、あらためて受付からやり直してもらうことに

なります。

■お問合せ　税務課住民税係　☎ 55・6562（直通）

「収入（売上金額）」が分かるもの

・領収書、納品書、請求書、売買仕切書（弘果出荷者）、出荷伝票、精算仮渡金明細書など
・各種補助金の決定通知書

「必要経費」が分かるもの

・請求書、領収書、証明書
・農協の経費一覧表
・農業用に使用している軽自動車税、自動車税、固定資産税の納税通知書、課税明細書
※前年、町の申告相談に来なかった方は次の資料をお持ちください。
・前年の農業収支内訳書
・前年の減価償却資産内訳書

LINEの
お友達追加
はこちら
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

青森県司法書士会からおしらせ
●２月は「相続登記はお済みですか月間」です
　2024年４月１日から、相続登記が義務化されました。この日以前に亡くなった方の相続についても相続登記
義務は適用されますので、これまで手つかずで放置されていた相続や、遺産分割協議が成立しないためにやむを
得ず手続を中断していた相続などについても、2027年３月31日までに相続登記をしなければなりません。また、
相続登記は後回しにすればするほど、時間も費用もかさむことが多いため、相続登記は早めに終わらせておくこ
とが重要です。
　青森県司法書士会では、毎年２月を「相続登記はお済みですか月間」としております。
　ぜひこの機会にお近くの司法書士にご相談ください。

■お問合せ　青森県司法書士会
　　　　　　〒030－0861　青森市長島三丁目５番16号
　 　 　 　 　 ☎ 017・776・8398　FAX 017・774・7156

●女性のための女性司法書士による無料法律相談会（電話・面談）
※秘密厳守ですので、安心してご相談ください
　相続・成年後見・借金問題・家族間の問題等法律に関するお悩みを抱えた女性のために、女性司法書士が無料
で相談に応じます。
　法律家に相談しにくかったみなさま、女性なら聞いてもらえる、話せる、と思っておられるみなさま、ぜひこ
の機会をご利用ください。
日　　時　2026年２月28日（土）10時から15時まで
電話相談　相談専用電話　☎ 017・752・0440（当日のみ）
面談相談　先着３名の予約制

予約受付　☎ 017・776・8398
予約受付期間　２月16日（月）９時から20日（金）17時まで
　　　　　　　※予約受付期間中でも、予約枠が埋まった場合は受付終了となります。

主　　催　青森県司法書士会
相 談 員　女性司法書士
※電話相談の際の通話料はご負担いただきます。
※相談は無料ですが、具体的な手続が必要になる場合には、別途費用がかかりますので相談員にご確認ください。

自動車税（種別割・環境性能割）の減免制度のお知らせ
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育 ( 愛護 ) 手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはそ
の方と生計を一にする方が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用
している場合で、その障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により自動
車税（種別割・環境性能割）の減免を受けることができます。
　詳しくは中南県税事務所までお問い合わせください。
※軽自動車税（種別割）については、市町村の税務担当課にお問い合わせください。

■お問合せ　中南県税事務所納税管理課　☎ 32・4341（直通）

戦没者遺族相談員について
　令和７年10月１日から戦没者遺族相談員が改選となりました。大鰐町を含む近隣地区を担当する相談員とな
っております。各相談員は、厚生労働大臣から委託を受け、様々な相談に応じています。相談希望の方はお問い
合わせください。
・加藤　和夫（弘前市在住）　☎ 34・8082
・久保田　整（藤崎町在住）　☎ 090・5591・7343
・齋藤　文昭（平川市在住）　☎ 44・3423

■お問合せ　保健福祉課福祉係　☎ 55・6568（直通）
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あなたの地域の相談役　民生委員・児童委員、主任児童委員を紹介します！
　民生委員・児童委員は、高齢者、障がい者、生活困窮者、子育て家庭の見守り役として、また身近な相談相手
として地域の安心・安全を支えています。
　また、主任児童委員は、子どもや子育て家庭への支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。
　相談に応じ、支援が必要な時には関係機関である「保健福祉課」や「社会福祉協議会」へのつなぎ役になりま
す。
　相談の内容は守秘義務により守られるので、安心してご相談ください。

●民生委員・児童委員と主任児童委員が決まりました
　令和７年12月１日付けで、29名の民生委員・児童委員と２名の主任児童委員が厚生労働大臣から委嘱されま
した。
　あなたの地域を担当する委員がわからないときは、お問い合わせください。

　不在となっている地区については、随時募集しています。お気軽にお問い合わせください。

■お問合せ　保健福祉課福祉係　☎ 55・6568（直通）

○民生委員・児童委員

氏　　名 担当地区 氏　　名 担当地区

嘉 瀬　 要 子 大鰐１ 不 在 早瀬野・島田

古 川　 綾 子 大鰐２ 佐々木　勇司 八幡館

内 海　 き ぬ 大鰐３・４・５A 下 山　 道 子 森山

笹 森　 慶 子 大鰐５B・６B 一部 山 田　 明 彦 鯖󠄀石

長 井　 ト ミ 大鰐６A・６B 一部 不 在 蔵館１

廣島　加代子 大鰐６B 不 在 蔵館２・３・４・６

二川原　勝義 大鰐７A 宮原　眞由美 蔵館５A

松 田　 久 男 大鰐７A 笹田　真岐子 蔵館５B

成田　留美子 大鰐７B・C 不 在 蔵館７・８

成 田　 正 直 大鰐８・９ 山 内　 良 子 元長峰

油川　美智子 大鰐10 柴 田　 富 一 苦木

山 田　 裕 子 宿川原 幸山　三池子 長峰

神　 光 悦 三ツ目内 A 栗 林　 昌 輝 九十九森

木 田　 裕 三ツ目内 B 工 藤　 博 康 唐牛

秋 元　 良 子 居土・折紙 佐々木  たけ子 唐牛

山 中　 敏 枝 高野新田
佐々木　清春

駒木・駒ノ台・日の出
前田ノ沢山 内　 郁 子 虹貝・虹貝新田

○主任児童委員

氏 名 担当地区

髙 橋　 瑠 那 大鰐全域

原 田　 理 沙 大鰐全域
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大鰐温泉スキー場まつりが開催されます！～令和７年度住民参加型まちづくり事業～
　「大鰐温泉スキー場まつり」が開催されます。アルペンスキーでの「ポール（旗門）スラローム体験」とクロ
スカントリースキーでの「バイアスロン模擬レース」が行われます。貴重な体験ができるこの機会に、ぜひ参加
してみませんか？

〇日　　　時　令和８年２月28日（土）10時～12時の予定
〇集合時間・場所　「ポール（旗門）スラローム体験」８時～９時　雨池スキーセンター（大鰐字虹貝清川48－1）
　　　　　　　「バイアスロン模擬レース」８時30分～９時30分　青森あじゃらクロスカントリーコース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ラグビー場内］（大鰐字出張沢11－39）
〇対　象　者　スキーを1人で滑られる小学生以下の児童
　　　　　　　※主な対象は上記のとおりですが、それ以外のスキーを滑れる方も参加できます。
〇参　加　料　1,000円（当日、受付時に集金）
〇申 込 期 間　令和８年２月１日（日）から２月28日（土）まで
　　　　　　　当日も受付を行いますが、事前にお申込ください。
　　　　　　　詳しくは、下記の大鰐スキー倶楽部までお問合せください。

■お問合せ　大鰐スキー倶楽部（電話対応は土・日、9時～16時）
　　　　　　☎ 48・3563　FAX 48・4161　E-mail o.s.c@lily.ocn.ne.jp

久吉ダム水道企業団からのお知らせ
●冬期間の水道料金について
　１月から３月までの冬期間は積雪等により検針が困難なため、水道メーターの検針は行っておりません。この
ため、１月から３月までの水道料金については、10月から12月までの３か月分の平均使用水量を各月の使用水
量とみなし、料金を算定して請求（過不足が発生した場合は、４月以降に精算）しております。
　冬期間における水道料金等のご不明な点については、企業団までお問い合わせください。ご理解とご協力をお
願いします。
●水道の凍結について
　冬期間の凍結による水道管の破損には、十分注意しましょう。
　万一漏水があった場合は、当企業団が指定する給水装置工事事業者へ連絡
し、修理してください。
※凍結防止のため少量の水を出したままにする方法については、軽減対象に
はなりませんのでご了承ください。
●水道使用の開始・中止について
　水道の使用を開始または中止される場合は、予定日の５日前までに企業団にお問い合わせください。

■お問合せ　久吉ダム水道企業団　☎ 48・2229

町の人権擁護委員を募集します！
　人権擁護委員とは、国民の基本的人権を守り、また人権が大切なものであることを国民に知ってもらうため、
法務大臣から委嘱されて活動する民間のボランティアの方々です。
　現在の委員は男性３名女性２名の計５名で、地域において積極的な活動を行っています。任期は３年で再任も
可能です。兼業は禁止されていませんので、別の仕事をしながら活動している人権擁護委員もいます。
　人権擁護委員の活動について興味がありましたら、下記までご連絡ください。ボランティアに興味のある方は、
ぜひ窓口までお越しください。たくさんのご応募をお待ちしております。

○応募資格　大鰐町に在住の18歳以上69歳未満の方
○任　　期　委嘱の日（１月１日委嘱と７月１日委嘱の年２回あり、委嘱日から３年ごとに期間更新・継続可能

です）

■お問合せ　住民生活課戸籍住民係　☎ 55・6563（直通）

指定給水装置工事
事業者はこちらを
ご覧ください
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　猫は私たちに癒しをもたらし、生活にかかせない安らぎを与えてくれるかけがえのない存在です。近年、家族
として迎える方が増える一方で、町には猫に関する苦情やご相談が寄せられています。

現在、町では猫の捕獲や引取りは行っておりません。

●猫の飼い主になろうとしている方及び飼い主の方へ
　猫を飼うことは、命を預かることです。飼い主は、猫が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近
隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。

○放し飼いはしないようにしましょう
以前は放し飼いが一般的でしたが、人々の生活様式が変化す
るなかで、苦情やトラブルにつながることもあります。飼っ
ている猫が近隣へ迷惑をかけないよう適正飼育に努めましょ
う。
○猫は室内飼育を推奨します

猫は上下運動を好み、高いところに登りたがります。キャッ
トタワーやキャットウォークを設置して運動場所を作ること
で、室内でも飼育することができ、交通事故や感染症リスク、
迷子、近隣トラブルも回避することができます。
○不妊・去勢手術は飼い主の責任

猫は年に数回の発情期があります。何もしないでいると、あ
っという間に数が増えてしまいますので、飼い主の方が責任
をもって不妊・去勢手術をしましょう。
○飼い主の方がわかるようにしましょう

迷子や災害時に飼い主のもとへ帰れるよう、名札のついた首輪やマイクロチップを装着しましょう。

●野良猫に餌を与えている方へ
　餌を与える行為は、飼い主の不明な猫を集めることになり、その結果、個体数が増加し事態を悪化させる原因
となります。私有地への糞尿被害、ごみの散乱、鳴き声による騒音など、周囲に深刻な影響を及ぼしますので、
むやみに餌を与える行為はご遠慮くださるようお願いいたします。

●青森県の地域猫活動支援事業について
　県では、所有者のいない猫に関する生活環境のトラブル等を解消するため支援を行っています。
　詳細については、下記の青森県動物愛護センターホームページでご確認ください。
　https://www.aomori-animal.jp/soudan_chiikineko.html

●愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です
　動物の愛護及び管理に関する法律第44条により、愛護動物をみだりに殺したり、又は傷つけた場合「５年以
下の懲役または500万円以下の罰金」が科せられます。虐待・遺棄をした場合も「１年以下の懲役又は100万円
以下の罰金」が科せられます。
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が所有してい

る動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。

■お問合せ
　住民生活課生活環境係
　☎ 55・6563（直通）
　青森県動物愛護センター　弘前市駐在（中南保健所内）
　☎ 33・6664　FAX 33・8524

猫の飼い方について

・庭に猫が入ってきている

・鳴き声がうるさい

・敷地内で糞尿をされている

・野良猫が子猫を産んで
　しまった
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国民健康保険被保険者のみなさまへ
　交通事故など第三者の行為によるケガや病気で町の国民健康保険（国保）を使って治療を受けるときは、「第

三者行為による傷病届」を役場④番窓口に必ず提出してください。

●第三者の行為によるケガ・病気とは？

　交通事故（バイクや自転車も含む）、暴力行為、購入食品や飲食店などでの食中毒、他人のペットによる負傷

などです。ただし、仕事中や通勤中の交通事故などは、労災保険が適用されるため、国保は使用できませんので、

その旨を医療機関に申告してください。

●「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください！

　交通事故などの第三者行為によりケガや病気をしたときの医療費は、被害者に過失がない場合、加害者が全額

負担することが原則です（被害者に過失があった場合は、その割合に応じて加害者から受け取る医療費が減額さ

れます）。しかし、加害者との交渉などで時間がかかる場合もあるため、一時的に国保が医療費を立て替えて、

あとで加害者に請求することで、被害者の負担を軽減します。その際、「第三者行為による傷病届」が必要とな

りますので、速やかに提出をお願いします。すぐに届出ができない場合は、国保年金係へご連絡お願いします。

●届出に必要なものは？

・第三者行為による傷病届

・交通事故証明書

・事故発生状況報告書

・被保険者の念書

※上記の様式は、役場④番窓口に設置のもの及び町ホームページ内からダウンロードしてご使用ください。

・資格情報を確認できるもの（例：資格確認書、資格情報のお知らせ）

・届出人の個人番号

●なぜ届出が必要なの？

　届出がないと、本来加害者が負担する医療費を国保が負担することになります。また、届出が遅れた場合は国

保から加害者への請求が遅れ、国保が医療費を回収できない可能性が高まります。いずれの場合も国保の負担が

増し、加入者の保険税の負担増につながってしまいます。

　また、加害者との話し合いで示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を加害者へ請求できなくなることが

あります。その場合、国保は被害者へ医療費を請求することになりますので、示談する前に必ず国保年金係まで

お知らせください。

●負傷原因調査にご協力ください！

　医療機関から町に請求される内容に外傷性による傷病名（打撲・骨折・裂創等）が記載されている方を対象

に、「外傷性の傷病に係る負傷原因調査」を行っています。調査依頼が届いた場合は、ご協力くださるようお願

いします。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎ 55・6563（直通）
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住民生活課（年金）だより
◆令和７年分社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発送されます
　日本年金機構から、下記の対象者あてに「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発送されています。
お手元に届きましたら、確定申告の際にご利用ください。
　また、国民年金保険料を納付している方のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行
った方には電子データにて控除証明書を送付しています。受け取った電子データは、国税庁の提供する e－Tax
での確定申告等に利用することができます。なお、電子データ送付対象者には書面による郵送は行いません。
送付スケジュールは次の通りです。

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除として課税所得から控除されます。令和７年の控
除の対象となるのは令和７年１月１日から令和7年12月31日に納められた保険料の全額です。対象期間中の納付
であれば、過年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
　なお、ご家族の負担すべき分を支払っている場合は、ご自身の分に加えその保険料についても控除が受けられ
ます。申告の際に、受付職員へ資料としてご提示ください。
　また、日本年金機構ホームページにおいて「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よく
あるご質問（Q&A）等について掲載されていますのでぜひご覧ください。また、同ホームページに、お問い合
わせに対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット（控除証明書相談チャット）が開設されていま
すのでぜひご利用ください。

■お問合せ　日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）
　　　　　　ねんきん加入者ダイヤル　　☎ 0570・003・004
　　　　　　弘前年金事務所　　　　　　☎ 27・1339
　　　　　　住民生活課国保年金係　　　☎ 55・6563（直通）

●書面による郵送
対象者 発送時期

令和７年１月１日から令和７年９月30日
までに国民年金保険料を納付した方 令和７年10月下旬から11月上旬にかけて順次

令和７年10月１日から令和７年12月31日ま
でに国民年金保険料を納付した方（上記の対
象者は除きます。）

令和８年２月上旬

●電子データの送付
対象者 発送時期

令和７年１月１日から令和７年９月30日
までに国民年金保険料を納付した方 令和７年10月中旬から10月下旬にかけて順次

令和７年10月１日から令和７年12月31日ま
でに国民年金保険料を納付した方（上記の対
象者は除きます。）

令和８年１月下旬以降
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後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
１　「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」の送付について
　後期高齢者医療制度に加入している方で、医療費と介護サービス費の自己負担額の１年分（令和６年８月１日
～令和７年７月31日）の合算額が限度額（※表参照）を超えた場合、その超えた金額が支給されます（500円以
下の場合は対象外）。世帯内に後期高齢者医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯で合算して支給額
を計算します。
　支給要件に該当すると思われる世帯には、２月下旬（予定）に青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申請
のお知らせ」を送付します。お知らせが届いた方は申請してください。
　対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入してきた方等がいる世帯には、支給対象となる世帯でも

「支給申請のお知らせ」が送付されない場合がありますので、対象になると思われる方はお問い合わせください。

※１　課税所得690万円以上の方
※２　課税所得380万円以上690万円未満の方
※３　課税所得145万円以上380万円未満の方
※４　世帯員全員が住民税非課税の方
※５　世帯員全員が住民税非課税の方のうち、世帯員全員の各所得金額が０円の方
　　　（公的年金の場合は収入が年額80.67万円以下）
自己負担額は、支払った額から高額療養費や高額介護（予防）サービス費を除いた額です。

【申請に必要なもの】
・支給申請書
・支給申請のお知らせ
・本人確認書類
（マイナンバーカードまたは通知カード、運転免許証、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、障が

い者手帳など身元のわかるもの）
・印鑑（認印）※申請者と受領者が異なる場合は両者の押印が必要です。
・通帳（または通帳のコピー）等口座情報のわかるもの

※被保険者が亡くなられている場合は受領申立書の提出が必要です。（事前に提出した場合は不要です。）
※被保険者以外の方が申請又は受領する場合は委任状が必要です。
※被保険者以外の方が申請する場合は委任状に加え、被保険者の個人番号がわかるもの（コピー可）、申請者の

本人確認書類が必要ですので、詳しくは担当までお問い合わせください。
※重度心身障がい者医療費の助成を受けている場合は、市町村へ受領を委任する委任状が必要です。
※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険や他市町村の介護保険の加入歴と、自己負担額がある場合

は、それらの保険の自己負担額証明書が必要です。
※成年後見人の方が申請される場合は、登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの）をお持ちください。
※マイナ保険証がある場合は、個人番号確認書類及び本人確認書類は不要です。

所得区分 後期高齢者医療＋介護保険

現役並み所得Ⅲ※1 212万円

現役並み所得Ⅱ※2 141万円

現役並み所得Ⅰ※3 67万円

一般Ⅰ 一般Ⅱ 56万円

低所得Ⅱ   ※4 31万円

低所得Ⅰ   ※5 19万円
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２　医療費通知書の送付・コールセンターの設置について

　医療費通知書は、ご自身の受けた医療の状況を知っていただくためにお送りするお知らせです。
　例年、年１回医療費通知書を送付していましたが、今年度より医療費通知書を活用して医療費控除の申告をさ
れる方々の利便性向上のため、年２回送付します。
　２月中に確定申告される方は、11ヶ月分の医療費通知書と医療機関発行の領収書（12月診療分）をご活用願
います。

　また、マイナンバーカードをお持ちの方は、確定申告に活用するための１年分の医療費通知情報を、例年、２
月９日からマイナポータルで取得可能です。
　医療費通知書に関してご不明な点がございましたらコールセンターへご連絡ください。お電話の際は、被保険
者番号がわかるもの（資格確認書等）をご用意ください。

〇後期高齢者医療費通知書コールセンター
　☎ 0120・905・244
　受付期間　令和８年２月２日から令和８年３月19日まで（土日祝を除く）
　受付時間　９時～17時

〇後期高齢者医療保険料第８期（普通徴収）納付期限は令和８年３月２日（月）です。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　　　　　☎ 55・6563（直通）
　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017・721・3821

申込は令和８年２月２日（月）より開始します。
共済期間は令和８年４月１日から翌年３月31日までの１年間です。

交通災害共済とは
交通事故による被災者を救済するための共済制度で、日本全国どこで起きた交通事故であっても、災害程度に応
じて見舞金をお支払いする制度です。

加入資格
⑴　青森県内の市町村の住民基本台帳に記録のある方
⑵　上記の人と生計同一にする人で、就労、就学のため県外に居住している人
⑶　⑴以外で県内にある学校等に在学している人
　町では団体加入の取り扱いも行っております。
　団体加入希望の方は、地区の担当に３月末までに申込してください。
　大鰐小・中学校の児童生徒及び、町内幼稚園・保育園に通っている園児は各学校等にてお申込みください。

■お問合せ　住民生活課生活環境係　☎ 55・6563（直通）

送付時期 記載された診療月

１回目 ２月中旬 １月～11月診療分

２回目 ３月中旬 12月診療分

令和８年度「交通災害共済」１日１円保険の受付が始まります
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マイナンバーカードに関する手続きのための夜間窓口の開設について
　夜間窓口は毎週木曜日（祝日等で閉庁日の場合は前日）に、予約制にて開設しています。
　受付時間は17時～19時となります。
　手続きをご希望される方は、必ず事前予約をしてください。予約がない場合の対応ができませんのでご了承く
ださい。

●インターネットからのご予約

　町 HP　「暮らしの情報」→「マイナンバー制度」→「マイナンバーカード交付・申請来庁予約」→「受取予
約」又は「申請予約」へ

●お電話でのご予約
　 ☎ 55・6563（平日８時30分～17時）
　お手元に、住民生活課から送付されたハガキをご用意いただき、ご希望の日時を決めていただいて、お電話口
でマイナンバーカード予約の件とお伝えください。
※予約は、約１ヶ月先までできます。
※予約状況によりご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。

■お問合せ　住民生活課戸籍住民係　☎ 55・6563（直通）

【マイナンバーカードの申請・再申請をしませんか】
　マイナンバーカードの夜間窓口では、事前にご予約いただいた方に、
　顔写真の撮影から申請手続きまでを無料で行います。

【来庁予約はこちらから】スマートフォン　☎ 55・6563（平日８時30分～17時）

【必要書類】
　本人確認書類
・申請書があれば、スマートフォン・パソコンから申請ができます。詳しくはこちら

■お問合せ　住民生活課戸籍住民係　☎ 55・6563（直通）

【マイナンバーカードの電子証明書の期限切れに注意してください】
　マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があります。有効期限を過ぎると「マイナ保険証」としての利
用や税金の電子申告等ができなくなります。
　所有しているマイナンバーカードの電子証明書の有効
期限をご確認の上、　必要な手続きをお願いします。

　こちらに記入されている年月日をご確認ください。

■お問合せ
　住民生活課戸籍住民係　☎ 55・6563（直通）

受取予約 申請予約
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1212 月月
定例町議会定例町議会

一 般 質 問

山　谷　博　子　議員　　藤　田　賀津彦　議員
髙　橋　浩　二　議員　　三　浦　道　広　議員
竹　内　富士子　議員　　前　田　一　裕　議員

６名登壇

①
熊
に
よ
る
農
作
物
被
害
と
町
の
支
援
策
に

つ
い
て

②
空
き
家
対
策
と
固
定
資
産
税
の
関
係
に
つ
い
て

③
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
単
独
分
別
開
始
と

ご
み
袋
に
つ
い
て

①
熊
の
出
没
が
増
加
し
緊
急
事
態
と

な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
深
刻

な
の
は
、
今
収
穫
期
を
迎
え
た
り
ん
ご
が
熊

に
荒
ら
さ
れ
る
被
害
（
食
害
）
の
状
況
で
あ

る
。地

域
農
業
を
守
る
た
め
に
、
町
と
し
て
ど

の
よ
う
な
支
援
や
取
り
組
み
を
考
え
て
い
る

の
か
伺
う
。

㊀
現
時
点
で
の
熊
に
よ
る
農
作
物
の
被
害

状
況
に
つ
い
て

㊁
収
入
保
険
や
果
樹
共
済
に
入
っ
て
い
な

い
農
家
の
方
も
い
る
。
町
と
し
て
独
自
に
被

害
報
告
に
基
づ
く
見
舞
金
な
ど
の
支
援
に
取

り
組
む
予
定
は
あ
る
の
か
。

①
（
町
長
）

㊀
令
和
七
年
十
一
月
末
時
点
の
熊
に

よ
る
農
作
物
の
被
害
状
況
は
、
報
告
件
数

八
十
五
件
で
被
害
額
は
五
百
九
十
四
万
九
千

円
と
な
っ
て
い
る
。
今
年
度
が
、
件
数
、
被

害
額
と
も
に
過
去
最
大
と
な
る
見
込
み
で
あ

る
。㊁

現
在
、
町
か
ら
熊
被
害
に
対
す
る
見
舞

金
を
支
出
す
る
予
定
は
な
い
。
本
町
で
は
、

熊
を
含
む
害
獣
被
害
や
、
台
風
・
豪
雪
と

い
っ
た
自
然
災
害
な
ど
に
よ
る
、
農
業
収
入

の
減
少
に
備
え
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
、「
収
入
保
険
加
入
促
進
事
業
」「
園
芸

施
設
共
済
推
進
事
業
」「
果
樹
共
済
加
入
率

向
上
推
進
事
業
」
を
実
施
し
、
掛
金
の
一
部

を
助
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
猟
友
会
と
連

携
し
、
罠
に
よ
る
害
獣
捕
獲
を
実
施
す
る
こ

と
で
、
食
害
の
減
少
に
努
め
て
い
る
状
況
で

あ
る
。
今
後
も
継
続
的
な
助
成
等
に
よ
り
、

各
保
険
へ
の
加
入
促
進
を
図
る
な
ど
農
家
支

援
に
努
め
て
い
く
。

　
②
空
き
家
の
増
加
が
全
国
的
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
。本
町
に
お
い
て
も
、

老
朽
化
し
た
住
宅
や
長
年
使
用
さ
れ
て
い
な

い
住
宅
が
増
加
し
て
お
り
、
地
域
の
安
全
や

景
観
、
さ
ら
に
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維

持
に
も
影
響
が
出
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

空
き
家
の
増
加
に
は
、
所
有
者
の
高
齢
化

や
子
ど
も
世
帯
が
県
外
で
就
職
し
、
実
家
に

戻
る
予
定
が
な
い
と
い
っ
た
家
庭
の
事
情
も

多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
建

物
を
解
体
す
る
と
固
定
資
産
税
が
大
幅
に
上

が
る
と
い
う
税
制
上
の
仕
組
み
が
、
空
き
家

の
解
体
を
た
め
ら
わ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い

る
と
の
声
も
少
な
く
な
い
。

現
在
、
住
宅
が
建
っ
て
い
る
土
地
に
は
住

宅
用
地
の
特
例
が
適
用
さ
れ
、
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
が
最
大
で
六
分
の
一
に
軽
減
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
建
物
を
取
り
壊
し
た
場

合
に
は
こ
の
特
例
が
適
用
さ
れ
な
く
な
り
、

翌
年
度
か
ら
は
実
質
的
に
固
定
資
産
税
が
六

倍
程
度
に
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
仕
組
み
は
地
方
税
法
に
基
づ
く
全
国

一
律
の
制
度
で
あ
り
、
町
独
自
で
変
更
す
る

こ
と
は
難
し
い
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
こ
で

伺
う
。

㊀
町
で
は
こ
う
し
た
現
状
を
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
る
の
か
。

㊁
他
自
治
体
と
連
携
し
な
が
ら
税
制
上
の

課
題
と
し
て
、
関
係
団
体
と
国
に
対
し
て
制

度
の
見
直
し
を
要
望
す
る
考
え
が
あ
る
の

か
。㊂

本
町
で
実
施
さ
れ
て
い
る
空
き
家
解
体

補
助
制
度
の
活
用
状
況
と
、
今
後
補
助
額
の

拡
充
や
支
援
の
方
向
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

②
（
町
長
）

㊀
空
き
家
所
有
者
の
中
に
は
、
家
屋

を
適
切
に
管
理
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る

一
方
で
、
税
負
担
が
大
き
く
な
る
の
で
、
取

り
壊
し
を
た
め
ら
っ
て
い
る
方
が
い
る
と
い

う
こ
と
も
認
識
し
て
い
る
。
住
宅
と
土
地
の

両
方
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
と
、
税

の
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
地
方
税

法
に
は
、
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の

特
例
制
度
が
設
け
ら
れ
、
土
地
に
課
税
さ
れ

る
固
定
資
産
税
の
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
住
宅
用
地
へ
の
特
例
制
度
に
は
、

問

問

答

答

山谷　博子 議員
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税
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
で
家
屋
の
適
正

管
理
を
促
し
、
管
理
不
全
空
き
家
の
発
生
を

防
止
す
る
目
的
も
あ
る
。
特
例
制
度
に
よ
る

軽
減
が
解
除
さ
れ
る
と
、
土
地
の
課
税
額
は

上
が
る
が
、
家
屋
の
課
税
が
な
く
な
る
こ
と

で
、
税
額
が
下
が
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
家

屋
の
取
り
壊
し
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、

税
務
課
へ
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

㊁
現
時
点
で
、
国
に
対
し
、
制
度
の
見
直

し
を
要
望
す
る
予
定
は
な
い
が
、
近
隣
市
町

村
と
情
報
共
有
を
図
り
、
管
理
不
全
空
き
家

の
発
生
を
防
止
で
き
る
よ
う
取
組
ん
で
い

く
。㊂

空
き
家
は
所
有
者
本
人
の
財
産
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
本
来
は
自
己
の
責
任
に
お
い
て

解
決
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

御
質
問
の
補
助
金
活
用
状
況
は
、
平
成

二
十
九
年
度
か
ら
「
空
き
家
除
却
」
が
十
七

件
、「
特
定
空
家
の
除
却
」
が
二
十
件
と
な
っ

て
い
る
。
今
後
の
空
き
家
解
体
の
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
昨
今
の
人
件
費
や
物
価
高
騰
の

影
響
を
十
分
に
考
慮
し
、
近
隣
市
町
村
の
補

助
金
制
度
の
状
況
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、

効
果
的
な
支
援
を
講
じ
て
い
く
。

　
③
令
和
八
年
度
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
の
単
独
分
別
が
始
ま
る
。

ま
た
、
ご
み
袋
に
つ
い
て
、
来
年
度
か
ら

始
ま
る
弘
前
圏
域
八
市
町
村
の
ご
み
処
理
広

域
化
に
伴
い
、
現
行
の
町
指
定
の
ご
み
袋
を

新
し
い
共
通
指
定
ご
み
袋
に
移
行
す
る
市
町

村
が
あ
り
、
ご
み
袋
の
料
金
も
市
町
村
に
よ

り
ま
ち
ま
ち
で
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
さ
ら
に

平
川
市
で
は
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
来
年

一
月
に
新
し
い
共
通
ご
み
袋
の
大
中
小
セ
ッ

ト
を
全
世
帯
に
配
布
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ

こ
で
伺
う
。

㊀
混
乱
す
る
こ
と
な
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
単
独
分
別
に
移
行
す
る

た
め
の
準
備
状
況
と
、
町
民
へ
の
周
知
方
法

は
進
ん
で
い
る
の
か
。

㊁
ご
み
袋
に
関
し
て
、
当
町
の
場
合
も
共

通
の
ご
み
袋
に
変
更
に
な
る
の
か
。
あ
る
い

は
現
行
の
ま
ま
な
の
か
。
ま
た
変
更
に
な
る

の
で
あ
れ
ば
、
ご
み
袋
の
料
金
は
値
上
げ
さ

れ
る
の
か
値
下
げ
さ
れ
る
の
か
。

㊂
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
ご
み
袋
を
町

民
に
配
布
す
る
な
ど
の
対
策
を
今
後
考
え
て

い
る
の
か
ど
う
か
。

㊃
今
年
の
四
月
か
ら
分
別
ご
み
に
有
害
ご

み
が
追
加
に
な
っ
た
。
回
収
が
順
調
に
周
知

徹
底
さ
れ
て
守
ら
れ
て
い
る
状
況
な
の
か
、

ま
た
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
状
況
な
の
か
現
状

に
つ
い
て
。

③
（
町
長
）

㊀
こ
れ
ま
で
本
町
で
は
「
燃
や
せ
る

ご
み
」
と
し
て
処
理
し
て
い
た
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
使
用
製
品
等
の
分
別
収
集
を
令
和
八
年
四

月
か
ら
始
め
る
。
そ
の
た
め
、
収
集
品
目
に

新
た
に
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
資
源
」
を
加
え
、

収
集
日
を
全
地
区
と
も
土
曜
日
と
し
、
各
地

域
分
別
収
集
場
所
で
ネ
ッ
ト
バ
ッ
ク
に
よ
る

収
集
を
予
定
し
て
い
る
。
新
た
な
分
別
収
集

の
周
知
に
つ
い
て
は
、
十
二
月
号
の
広
報
誌

を
は
じ
め
、
今
後
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

公
式
ラ
イ
ン
に
よ
る
周
知
、
ご
み
分
別
の
手

引
き
等
の
毎
戸
配
布
を
予
定
し
て
い
る
。
加

え
て
、
来
年
一
月
に
は
、
分
別
に
関
す
る
地

区
説
明
会
を
町
内
六
か
所
で
開
催
す
る
予
定

で
あ
る
。

㊁
今
の
と
こ
ろ
町
の
ご
み
袋
の
仕
様
及
び

金
額
の
変
更
は
予
定
し
て
い
な
い
。黒
石
市
、

平
川
市
及
び
藤
崎
町
の
三
市
町
が
ご
み
袋
の

共
同
調
達
の
協
定
を
結
ん
で
お
り
、
令
和
八

年
一
月
か
ら
導
入
す
る
。
本
町
と
し
て
は
、

今
後
三
市
町
の
共
同
調
達
の
協
定
へ
の
参
加

を
念
頭
に
、
協
議
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。

㊂
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
の
ご
み
袋
の
配

布
に
つ
い
て
は
、
町
の
商
品
券
に
よ
る
購
入

も
可
能
と
し
て
い
た
た
め
、
今
年
度
は
予
定

し
て
い
な
い
。

㊃
今
年
度
か
ら
開
始
し
た
「
有
害
ご
み
」

に
つ
い
て
は
、
水
銀
を
含
む
恐
れ
の
あ
る
蛍

光
灯
や
電
池
類
、
発
火
の
恐
れ
の
あ
る
リ
チ

ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
等
は
役
場
前
の
集
積
所
に

持
参
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
半
年
間
で
約

三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
搬
出
し
て
お
り
、
お
お

む
ね
周
知
は
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
が
、
引
き
続
き
広
報
活
動
を
継
続
し
て

い
く
。

①
若
者
の
人
口
流
出
に
つ
い
て

②
安
全
安
心
な
町
づ
く
り
に
つ
い
て

③
地
域
経
済
に
つ
い
て

　
①
次
の
世
代
を
担
う
若
者
が
結
婚
を

機
に
大
鰐
か
ら
出
て
い
く
。
そ
の
大

き
な
理
由
の
一
つ
に
住
む
場
所
が
な
い
と
い

う
理
由
が
あ
る
。
生
活
の
基
盤
と
な
る
住
ま

い
を
大
鰐
に
見
出
せ
な
い
、
だ
か
ら
近
隣
の

市
町
村
に
行
く
。
町
は
こ
の
よ
う
な
若
者
の

声
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
若
者
が
住
み
た

い
と
思
う
よ
う
な
新
た
な
宅
地
や
町
営
住
宅

な
ど
次
の
世
代
を
担
う
町
民
の
声
に
応
え
る

べ
く
対
策
は
お
考
え
か
。

①
（
町
長
）

本
町
に
は
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
集
合

住
宅
が
少
な
く
、
若
者
が
入
居
時
に
希
望
す

る
新
し
さ
や
広
さ
な
ど
の
条
件
を
満
た
す
物

件
が
不
足
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

人
口
流
出
と
い
う
問
題
は
、
住
ま
い
だ
け

で
は
な
く
、
雇
用
、
生
活
イ
ン
フ
ラ
、
子
育

て
・
教
育
環
境
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
絡
ん

で
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

人
口
流
出
を
緩
和
す
る
た
め
、
町
で
は
、

移
住
者
や
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
住
宅
支

援
、
新
婚
世
帯
に
対
す
る
新
生
活
費
用
の
補

助
等
を
行
っ
て
い
る
。
子
育
て
世
帯
に
対
す

問

問

答

答
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る
住
宅
支
援
に
つ
い
て
は
、昨
年
度
は
五
件
、

今
年
度
は
六
件
の
方
が
活
用
し
て
お
り
、
定

住
促
進
に
寄
与
し
て
い
る
と
実
感
し
て
い

る
。ま

た
、
空
き
店
舗
等
を
活
用
し
た
創
業
支

援
に
よ
り
、
若
者
主
体
の
飲
食
店
な
ど
が
開

店
さ
れ
る
な
ど
、
若
者
の
参
画
に
よ
る
地
域

活
性
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

若
い
世
代
を
呼
び
込
む
た
め
の
新
た
な
宅

地
の
確
保
や
町
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
学

校
・
医
療
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
公
園
な
ど

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
、
防
犯
性
の
高

い
街
並
み
形
成
な
ど
、
子
育
て
し
や
す
い
環

境
が
必
要
で
あ
り
、
多
額
の
費
用
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
か
ら
、
慎
重
に
判
断
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　
②
「
令
和
六
年
に
お
け
る
行
方
不
明

者
届
受
理
等
の
状
況
」
の
統
計
デ
ー

タ
を
見
る
と
行
方
不
明
者
の
数
で
は
十
代
が

も
っ
と
も
多
く
、
し
か
も
十
代
二
十
代
の
割

合
が
全
体
の
四
割
も
占
め
て
い
る
。

九
歳
以
下
は
毎
年
千
人
以
上
の
子
ど
も
た

ち
が
日
本
全
国
で
行
方
不
明
に
な
っ
て
い

る
。青

森
県
の
県
警
の
方
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
県
警
の
回
答
は
青
森
県
で
は
九
歳
以
下

の
行
方
不
明
者
届
が
三
名
ほ
ど
と
の
こ
と
で

あ
る
。

暗
い
所
ほ
ど
犯
罪
が
起
き
や
す
い
、
そ
う

い
う
こ
と
を
考
え
て
も
道
全
体
を
照
ら
す
街

灯
に
替
え
た
り
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
な

ど
対
策
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
ず
少
な
い
子
ど
も
た
ち
を
町
全
体
で
育
て

て
い
く
。
家
族
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
地
域
、
そ

し
て
自
治
体
も
み
ん
な
で
育
て
る
ん
だ
と
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
私
は
な
っ
て
い
っ
た
ら
い

い
な
と
思
う
が
町
で
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え

か
。

②
（
町
長
）

安
全
安
心
な
町
民
生
活
の
実
現
に

は
、
行
政
、
警
察
、
地
域
住
民
が
連
携
し
て

防
犯
活
動
の
強
化
、
環
境
整
備
、
情
報
発
信

を
多
角
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

町
で
は
、
現
在
、
町
内
の
通
学
路
に
お
い

て
、
登
下
校
の
時
間
帯
に
通
学
指
導
員
等
を

配
置
し
、
児
童
の
登
下
校
の
安
全
を
見
守
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

通
学
路
に
お
い
て
、
十
分
な
明
る
さ
が
確

保
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
も
存
在
す
る
。
今
後

は
、
不
足
し
て
い
る
防
犯
灯
の
増
設
や
空
き

家
等
の
茂
み
の
剪
定
を
所
有
者
に
依
頼
す
る

と
い
っ
た
方
法
で
、
夜
間
の
薄
暗
い
場
所
を

減
少
さ
せ
る
こ
と
で
物
理
的
環
境
の
整
備
に

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
、
町
内
各
地
区
か
ら
防
犯
カ

メ
ラ
の
設
置
希
望
を
取
り
ま
と
め
て
お
り
、

多
く
の
町
民
が
利
用
す
る
よ
う
な
公
益
性
の

高
い
場
所
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
団
体
等

と
協
議
し
、
防
犯
カ
メ
ラ
等
の
防
犯
設
備
の

設
置
を
検
討
し
て
い
く
。

③
地
域
経
済
に
つ
い
て

大
鰐
町
は
町
内
の
様
々
な
企
業
や
個

人
事
業
主
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
企
業

個
人
事
業
主
は
売
上
の
一
部
を
町
の
イ
ベ
ン

ト
な
ど
活
性
化
の
た
め
に
協
賛
も
し
て
い

る
。
し
か
し
自
治
体
で
集
計
し
て
い
る
資
料

を
見
る
と
個
人
事
業
主
な
ど
の
全
体
の
所
得

が
落
ち
て
い
る
。

こ
の
原
因
は
人
口
減
少
と
か
企
業
努
力
、

自
分
た
ち
が
お
客
さ
ん
を
ち
ゃ
ん
と
集
客
し

て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
部
分
も
あ
る
が
、

地
域
経
済
活
性
化
の
た
め
に
商
工
会
を
は
じ

め
様
々
な
団
体
と
の
連
携
を
更
に
強
化
し
官

民
一
体
で
地
域
経
済
を
盛
り
上
げ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う

が
、
町
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
。

③
（
町
長
）

官
民
一
体
と
な
っ
て
地
域
経
済
の
活

性
化
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
大
変
重
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

町
で
は
、
事
業
者
の
成
長
や
改
善
、
販
売

力
強
化
に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
補
助
金

や
、
空
き
店
舗
等
を
活
用
し
た
創
業
を
支
援

す
る
補
助
金
な
ど
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
活

力
あ
る
地
域
経
済
の
構
築
を
図
っ
て
い
る
。

ま
た
、
今
年
度
は
、
国
の
重
点
支
援
地
方

交
付
金
を
活
用
し
、
大
鰐
町
で
使
用
で
き
る

一
人
当
た
り
五
千
円
の
商
品
券
を
配
布
す
る

こ
と
で
、
約
四
千
万
円
の
地
域
内
循
環
が
生

ま
れ
、
物
価
高
騰
対
策
と
地
域
経
済
の
活
性

化
の
両
立
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

事
業
者
と
の
連
携
に
関
し
ま
し
て
は
、
十

月
に
、
経
営
改
善
や
事
業
承
継
等
に
関
す
る

セ
ミ
ナ
ー
を
、
商
工
会
と
共
同
で
開
催
し
て

い
る
。

ま
た
、
十
二
月
か
ら
開
催
さ
れ
る
「
青
森

県
・
函
館
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
企
画
の

一
つ
と
し
て
、
町
と
大
鰐
温
泉
商
店
会
の
共

催
に
よ
り
、「
大
鰐
湯
の
街
華
の
街
ス
ナ
ッ

ク
マ
マ
カ
ー
ド
第
二
弾
」
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
現
在
、
準
備
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
も
、
多
面
的
な
施
策
を
実
施
す
る
こ

と
に
よ
り
、
事
業
者
の
創
業
、
成
長
、
安
定

的
経
営
を
支
援
し
、
商
工
業
の
活
性
化
と
町

全
体
の
経
済
発
展
を
推
進
し
て
い
く
。

①
大
鰐
指
定
の
ご
み
袋
の
値
下
げ
に
つ
い
て

②
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
つ
い
て

　
①
先
日
、
町
民
の
方
か
ら
ご
み
袋
の

値
段
が
高
い
と
い
う
お
声
を
伺
っ
て

い
た
。

町
民
が
少
し
で
も
や
る
気
が
で
る
よ
う

に
、
町
指
定
の
ご
み
袋
の
値
下
げ
を
ご
検
討

い
た
だ
け
な
い
か
。

答

答

問

問

問
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①
（
町
長
）　

現
在
、
町
指
定
ご
み
袋
は
燃
や
せ
る

ご
み
及
び
燃
や
せ
な
い
ご
み
共
通
の
袋
を

製
造
販
売
し
て
お
り
、
価
格
は
一
枚
あ
た

り
四
十
五
リ
ッ
ト
ル
が
四
十
七
円
、
三
十

リ
ッ
ト
ル
が
三
十
一
円
、
二
十
リ
ッ
ト
ル
が

二
十
一
円
と
、
令
和
二
年
度
か
ら
こ
の
価
格

と
な
っ
て
い
る
。

指
定
ご
み
袋
の
販
売
収
入
は
、
主
に
ご
み

処
理
事
業
を
行
う
弘
前
地
区
環
境
整
備
事
務

組
合
負
担
金
の
財
源
と
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
町
の
ご
み
袋
の
値
下
げ
は
、
現
在
予
定

し
て
い
な
い
の
で
、御
理
解
を
お
願
い
す
る
。

　
②
㊀
本
町
に
お
い
て
も
、
飼
い
主
の

い
な
い
猫
に
つ
い
て
問
題
に
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
と
思
う
が
、
現
状
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

㊁
本
町
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
対
応
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
た
い
。

㊂
今
後
の
対
応
と
し
て
、
地
域
猫
活
動
に

つ
い
て
、
ご
存
じ
な
い
場
合
も
多
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、
広
報
活
動
を
し
て
は
ど
う
か
と

思
う
が
、
お
考
え
を
伺
う
。

②
（
町
長
）

㊀
実
際
の
頭
数
等
の
把
握
は
行
っ
て

い
な
い
が
、
敷
地
内
へ
の
居
座
り
や
糞
害
な

ど
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら

れ
、
住
民
か
ら
の
情
報
提
供
に
よ
り
現
場
を

確
認
す
る
な
ど
し
て
状
況
の
把
握
を
し
て
い

る
。

㊁
住
民
か
ら
苦
情
や
情
報
提
供
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
住
民
に
聞
き
取
り
な
ど
を
し
た

う
え
で
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
居
座
ら
れ

た
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
場
所
を
提
供
し
な

い
等
工
夫
す
る
よ
う
に
指
導
を
し
て
い
る
。

㊂
地
域
猫
活
動
と
は
、
地
域
住
民
が
地
域

の
理
解
と
協
力
を
得
た
う
え
で
、
飼
い
主
の

い
な
い
猫
に
必
要
な
不
妊
・
去
勢
手
術
を
実

施
し
、
餌
の
管
理
や
排
泄
物
の
処
理
な
ど
に

関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
て
管
理
す
る
活
動
と

さ
れ
て
い
る
。
町
と
し
て
も
地
域
猫
活
動
に

関
す
る
広
報
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
県
動

物
愛
護
セ
ン
タ
ー
及
び
中
南
保
健
所
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
対
応
し
て
い
く
。

①
観
光
推
進
及
び
商
店
街
活
性
化
活
動
資
金

の
確
保
に
つ
い
て

②
本
町
の
農
業
に
つ
い
て

　
①
町
は
観
光
協
会
へ
年
間
約

百
二
十
万
の
補
助
金
を
渡
し
、
つ
つ

じ
祭
り
、
ね
ぷ
た
祭
を
中
心
と
し
た
観
光
事

業
を
依
頼
し
て
い
る
が
、
実
際
こ
の
二
つ
の

イ
ベ
ン
ト
に
掛
か
る
費
用
が
約
百
八
十
万
を

超
え
、
当
協
会
の
運
営
が
経
費
面
で
圧
迫
さ

れ
て
い
る
。

現
在
の
観
光
協
会
は
少
な
い
予
算
か
ら
、

観
光
誘
客
・
商
店
街
の
活
性
化
を
目
的
に
活

動
し
、「
観
光
の
魅
力
配
信
と
地
域
活
性
化
」

を
目
指
し
て
い
る
中
、
一
部
会
員
か
ら
は
補

助
金
を
受
け
ず
、
つ
つ
じ
祭
り
、
ね
ぷ
た
祭

り
運
営
を
断
る
べ
き
と
い
う
声
が
出
て
い

る
。政

府
及
び
全
国
自
治
体
が
観
光
・
商
店
街

活
性
化
を
重
視
す
る
の
は
、
大
き
な
経
済
効

果
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
提
案
だ
が
、
町
が
こ
れ
以
上
観
光

に
向
け
た
予
算
を
捻
出
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
弘
前
市
が
近
々
開
始
す
る
宿
泊
税
の
徴

収
を
考
え
て
は
い
か
が
か
。

仮
に
一
人
百
円
で
十
万
人
の
宿
泊
に
よ
り

一
千
万
の
税
収
と
な
り
、
観
光
協
会
誘
客
資

金
、
商
店
街
活
性
化
活
動
資
金
、
町
内
看
板

等
整
備
資
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
、
観
光

活
性
化
が
現
実
味
を
お
び
て
く
る
。

因
み
に
東
京
都
は
宿
泊
税
三
％
、
宮
城
県

は
宿
泊
六
千
円
以
上
に
三
百
円
の
課
税
を
行

い
、
そ
の
他
の
自
治
体
も
宿
泊
税
の
徴
収
、

入
湯
税
増
額
が
観
光
情
報
で
聞
こ
え
て
い

る
。以

前
か
ら
何
度
も
言
っ
て
い
る
が
、
現
状

で
は
商
店
街
の
衰
退
が
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー

ド
で
進
ん
で
い
る
の
で
、
建
設
的
な
御
答
弁

を
お
願
い
す
る
。

①
（
町
長
）　

宿
泊
税
は
、
交
通
や
公
共
施
設
、
案

内
板
の
整
備
、
多
言
語
対
応
な
ど
、
観
光
客

が
増
加
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
様
々
な
コ
ス

ト
に
対
し
、
実
際
に
訪
れ
る
観
光
客
に
も
一

部
負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
持
続
可
能
な

観
光
地
づ
く
り
を
目
指
す
た
め
に
導
入
さ
れ

て
い
る
。

宿
泊
税
は
、
観
光
振
興
の
財
源
に
な
る
も

の
で
す
が
、
既
存
事
業
に
充
て
る
こ
と
も
で

き
る
た
め
、
必
ず
し
も
観
光
振
興
の
予
算
が

増
え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
宿
泊
者
の

負
担
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宿
泊
者
が

減
少
す
る
こ
と
や
、
宿
泊
施
設
の
事
務
負
担

が
増
加
す
る
こ
と
な
ど
、
懸
念
さ
れ
る
事
項

も
多
く
あ
る
。

東
北
で
は
、
こ
れ
ま
で
宿
泊
税
を
導
入
し

て
い
る
自
治
体
は
な
か
っ
た
が
、
十
二
月
一

日
か
ら
弘
前
市
で
、
令
和
八
年
一
月
十
三
日

か
ら
宮
城
県
と
仙
台
市
で
始
ま
る
。

ま
ず
は
、
先
行
自
治
体
の
導
入
に
よ
る
観

光
消
費
額
や
宿
泊
者
数
の
変
化
な
ど
の
動
向

を
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
②
昨
年
度
の
豪
雪
に
よ
り
、
町
内
り

ん
ご
園
に
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
。

本
町
は
、
大
鰐
町
り
ん
ご
改
植
支
援
事
業
補

助
金
な
ど
一
部
助
成
を
行
っ
た
が
、
十
分
な

金
額
で
は
な
い
と
思
う
。

そ
こ
で
二
点
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

㊀
次
年
度
、
引
き
続
い
て
補
助
金
事
業
の

予
定
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
雪
害
に
よ
り
耕

作
放
棄
地
が
拡
大
し
て
い
る
の
か
。

津
軽
地
区
で
は
収
穫
量
が
約
三
十
％
マ
イ

ナ
ス
と
予
測
さ
れ
て
い
る
が
、
本
町
は
ど
の

答

問

問
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程
度
な
の
か
。

㊁
本
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
、
そ
の

中
で
り
ん
ご
生
産
は
大
き
な
シ
ェ
ア
で
す

が
、
労
力
が
削
減
さ
れ
る
ス
マ
ー
ト
農
法
・

機
械
化
ま
た
は
、
複
数
作
物
の
栽
培
・
加
工

品
製
造
販
売
、
農
家
民
泊
な
ど
の
農
業
の
多

角
化
は
、
今
後
問
題
解
消
や
よ
り
収
益
を
上

げ
て
い
く
農
業
経
営
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る

が
、
厳
し
い
財
政
で
は
あ
る
が
、
基
幹
産
業

作
業
者
の
負
担
軽
減
、
収
益
増
収
に
よ
る
担

い
手
改
善
の
た
め
に
も
、
助
成
・
補
助
金
の

予
算
確
保
の
予
定
は
あ
る
の
か
。
お
考
え
は

あ
る
の
か
お
聞
き
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

②
（
町
長
）

令
和
六
年
十
二
月
か
ら
の
豪
雪
に
よ

り
、
本
町
の
り
ん
ご
園
に
お
い
て
も
大
き
な

被
害
が
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
町
と
し
て
は
、
農
道
除

雪
を
前
倒
し
て
実
施
す
る
と
と
も
に
、
融
雪

剤
購
入
費
補
助
、
り
ん
ご
改
植
等
支
援
事
業

な
ど
を
実
施
し
て
、
農
業
者
を
支
援
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

㊀
本
町
の
耕
作
放
棄
地
の
面
積
は
、
最
新

の
調
査
と
な
る
令
和
六
年
八
月
の
調
査
に
お

い
て
二
二
七
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
い

る
。
雪
害
後
と
な
る
今
年
度
の
耕
作
放
棄
地

の
面
積
が
、
令
和
八
年
六
月
頃
に
公
表
さ
れ

る
た
め
、
現
時
点
で
、
雪
害
と
耕
作
放
棄
地

の
関
係
を
示
す
デ
ー
タ
が
な
い
。
今
年
の
り

ん
ご
収
穫
量
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
近
隣
の

農
協
や
市
場
の
予
想
収
穫
量
は
、
前
年
同
期

比
で
七
割
か
ら
八
割
程
度
に
と
ど
ま
る
見
込

み
と
の
報
道
が
あ
り
、
本
町
も
同
様
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

㊁
第
六
次
大
鰐
町
振
興
計
画
に
も
記
載
さ

れ
て
い
る
と
お
り
、
農
林
業
は
本
町
の
基
幹

産
業
の
一
つ
で
あ
る
。

町
と
し
て
様
々
な
農
業
施
策
を
実
施
し
て

お
り
、
そ
の
中
で
農
作
業
の
省
力
化
を
目
的

と
し
た
事
業
と
し
て
は
、
農
業
生
産
施
設
整

備
促
進
事
業
に
お
い
て
ス
ピ
ー
ド
ス
プ
レ
ー

ヤ
ー
等
の
省
力
化
機
械
を
導
入
す
る
た
め
の

費
用
を
補
助
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
豪
雪
被
害
に
対
応
し
た
事
業
と

し
て
、
り
ん
ご
改
植
等
支
援
事
業
を
実
施
す

る
が
、
苗
木
の
増
産
が
見
込
ま
れ
る
来
年
度

に
お
い
て
も
、
継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と

で
、
引
き
続
き
農
業
者
を
支
援
し
て
ま
い
り

た
い
。

①
害
獣
駆
除
活
動
時
の
猟
友
会
へ
の
活
動

費
・
報
酬
に
つ
い
て

②
害
獣
対
策
へ
の
補
助
金
に
つ
い
て

③
農
地
の
基
盤
整
備
の
取
組
み
に
つ
い
て

　
①
害
獣
駆
除
活
動
時
の
猟
友
会
へ
の

活
動
費
・
報
酬
に
つ
い
て

近
年
全
国
的
に
熊
な
ど
に
よ
る
人
的
及
び

農
作
物
の
被
害
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、

当
町
に
お
い
て
人
的
被
害
が
な
い
こ
と
が
幸

い
で
あ
る
。
し
か
し
農
作
物
へ
の
被
害
は
深

刻
で
あ
り
、
害
獣
駆
除
に
は
地
元
猟
友
会
の

協
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

当
町
に
お
い
て
は
猟
友
会
へ
の
箱
罠
や
エ

サ
な
ど
へ
の
助
成
金
は
あ
る
が
、
他
の
自
治

体
の
よ
う
な
活
動
費
や
報
奨
金
が
な
い
。

自
身
の
仕
事
を
犠
牲
に
し
て
活
動
し
て
い

る
猟
友
会
の
会
員
も
善
意
の
よ
う
な
駆
除
活

動
も
限
界
に
来
て
い
る
と
話
し
て
い
る
。
害

獣
対
策
に
協
力
が
不
可
欠
な
猟
友
会
の
方
が

一
人
で
も
多
く
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

活
動
費
や
駆
除
時
の
報
奨
金
を
制
定
し
て
い

た
だ
き
た
く
町
に
対
処
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
い
る
。
対
処
の
考
え
が
あ
る
か
お

聞
き
し
た
い
。

①
（
町
長
）

今
年
は
、
全
国
的
に
ク
マ
等
の
害
獣

報
道
が
多
い
状
況
で
あ
り
、
本
町
の
農
作
物

被
害
も
過
去
最
大
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

町
と
し
て
は
、
農
作
物
被
害
を
受
け
た
園

地
等
に
罠
を
設
置
す
る
な
ど
、
猟
友
会
と
連

携
し
た
対
応
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
急

な
依
頼
に
つ
い
て
も
協
力
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
猟
友
会
の
皆
様
に
は
感
謝
を
申
し
上
げ

た
い
と
思
う
。

例
年
、
猟
友
会
の
活
動
支
援
を
目
的
と
し

て
「
青
森
県
猟
友
会
大
鰐
支
部
補
助
金
」
に

よ
り
支
援
し
て
い
る
が
、
今
年
の
状
況
を
受

け
て
、
九
月
定
例
会
に
て
予
算
を
増
額
計
上

し
対
応
し
て
い
る
。

現
在
、
本
町
に
お
い
て
は
、
ク
マ
等
の
害

獣
を
駆
除
し
た
場
合
の
補
助
金
制
度
は
な

い
。近

隣
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
報
奨
金
や

奨
励
金
と
い
っ
た
形
で
、
害
獣
駆
除
を
実
施

し
た
際
の
補
助
制
度
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を

参
考
に
町
と
し
て
猟
友
会
へ
ど
の
よ
う
な
支

援
が
で
き
る
か
を
含
め
、
検
討
し
て
い
く
。

　
②
害
獣
対
策
で
の
自
己
防
衛
の
補
助

金
が
必
要
だ
と
思
う
の
だ
が
、
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
お
聞
き
す
る
。

農
家
の
方
か
ら
電
気
柵
や
鳴
り
物
、
忌
避

剤
等
購
入
へ
の
補
助
金
が
あ
る
の
か
と
よ
く

聞
く
。
農
林
課
へ
前
に
聞
い
た
と
こ
ろ
電
気

柵
に
つ
い
て
、
国
か
ら
の
全
額
助
成
が
あ
る

が
申
請
へ
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
聞
い
た
。

全
額
の
補
助
で
は
な
く
と
も
、
害
獣
対
策

の
自
己
防
衛
を
考
え
て
い
る
人
へ
の
補
助
金

は
必
要
と
思
う
の
だ
が
町
と
し
て
の
見
解
を

お
聞
き
し
た
い
。

②
（
町
長
）

害
獣
対
策
と
し
て
は
、
自
治
体
が
行

う
捕
獲
等
の
対
策
の
ほ
か
、
害
獣
の
誘
引
物

と
な
る
農
作
物
残
渣
を
そ
の
ま
ま
に
し
な
い

こ
と
や
、
園
地
の
草
刈
り
な
ど
、
個
人
で
行

う
こ
と
が
で
き
る
対
策
を
含
め
、
地
域
全
体

で
対
策
す
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
町
単
独
で
電
気
柵
設
置
に
対
す
る

補
助
制
度
は
な
い
。

答
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国
の
制
度
で
あ
る
「
鳥
獣
被
害
防
止
総
合

対
策
交
付
金
」
に
お
い
て
電
気
柵
設
置
補
助

が
あ
り
、
各
地
域
で
三
戸
以
上
の
受
益
戸
数

に
よ
る
申
請
と
な
る
こ
と
や
、
園
地
の
下
刈

り
な
ど
が
要
件
と
さ
れ
る
と
認
識
し
て
い

る
。国

、
県
の
補
助
制
度
や
近
隣
市
町
村
の
動

向
を
注
視
し
な
が
ら
、
町
に
お
け
る
害
獣
対

策
を
推
進
し
て
い
く
。

　
③
農
地
の
基
盤
整
備
を
す
る
こ
と
は

耕
作
放
棄
地
を
減
ら
し
、
農
地
の
保

全
に
よ
り
災
害
対
策
や
害
獣
対
策
に
な
る
と

思
う
。
基
盤
整
備
は
現
在
、
国
で
も
整
備
を

促
進
し
て
い
る
事
業
で
あ
り
平
坦
な
農
地
の

少
な
い
当
町
に
お
い
て
重
要
な
事
業
だ
と
考

え
る
。

若
い
農
業
後
継
者
育
成
や
ス
マ
ー
ト
農
業

の
導
入
促
進
、
山
間
部
で
の
害
獣
被
害
に
よ

る
減
収
や
営
農
離
れ
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
絶

対
に
取
り
組
む
事
業
だ
と
思
う
の
だ
が
町
の

展
望
を
お
聞
き
し
た
い
。

③
（
町
長
）

農
業
・
農
村
は
、
米
や
野
菜
な
ど
の

生
産
の
場
と
し
て
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、
国

土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
、
自
然
環
境
の

保
全
、
良
好
な
景
観
の
形
成
、
文
化
の
伝
承
、

癒
し
や
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
な
ど
、
多
面
的

機
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

農
業
基
盤
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
地
域
の

営
農
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
農
村
生
活
環
境
整
備

に
よ
り
、
農
村
の
イ
ン
フ
ラ
確
保
や
災
害
対

策
、
害
獣
対
策
と
し
て
の
機
能
も
期
待
で
き

る
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
町
は
県
と
連
携
し
、
令
和
四
年
度

か
ら
県
営
事
業
の
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事

業
を
実
施
し
て
お
り
、
三
ツ
目
内
・
居
土
・

元
長
峰
地
区
の
環
境
整
備
を
進
め
て
い
る
。

今
後
の
展
望
と
し
て
は
、
整
備
要
望
の
あ

る
他
の
地
域
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
県
と

連
携
し
な
が
ら
計
画
的
に
整
備
を
し
て
ま
い

り
た
い
。

①
大
鰐
温
泉
ね
ぷ
た
ま
つ
り
に
つ
い
て

　
①
来
年
以
降
の
ね
ぷ
た
祭
り
合
同
運

行
等
に
つ
い
て
伺
う
。

㊀
大
鰐
温
泉
観
光
協
会
・
大
鰐
温
泉
サ

マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
会
へ
の
予

算
配
分
の
ほ
か
に
、
ね
ぷ
た
祭
り
に
特
化
し

た
奨
励
金
・
準
備
金
等
で
の
運
航
継
続
の
支

援
。㊁

新
た
に
ね
ぷ
た
運
行
団
体
を
立
ち
上
げ

る
た
め
の
資
金
の
増
額
で
の
支
援
な
ど
、
新

年
度
予
算
で
の
対
応
が
で
き
る
か
お
伺
い
す

る
。

①
（
町
長
）

数
十
年
前
は
、
約
四
十
も
の
団
体
が

ね
ぷ
た
の
合
同
運
行
に
参
加
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
近
年
は
、
人
口
減
少
に
よ
る
担

い
手
不
足
な
ど
の
人
的
要
因
や
経
済
的
要
因

な
ど
が
複
合
的
に
影
響
し
、
減
少
傾
向
が
続

い
て
い
る
。

今
年
度
の
合
同
運
行
の
参
加
団
体
は
、
六

団
体
と
な
っ
て
お
り
、
町
と
し
て
も
、
こ
れ

以
上
の
減
少
は
避
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

㊀
こ
れ
か
ら
新
年
度
の
予
算
編
成
に
入

り
、
限
ら
れ
た
財
源
で
の
予
算
配
分
と
な
る

た
め
、
確
約
は
で
き
な
い
が
、
合
同
運
行
の

参
加
団
体
に
対
す
る
奨
励
金
に
つ
い
て
、
増

額
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

㊁
近
年
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を

活
用
し
た
団
体
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

町
に
は
、
ね
ぷ
た
運
行
団
体
の
立
ち
上
げ

に
関
す
る
補
助
金
は
な
い
が
、
住
民
参
加
型

ま
ち
づ
く
り
事
業
補
助
金
を
活
用
し
た
例
が

あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
活
用
も
御
検
討
い
た

だ
き
、
是
非
、
新
た
な
運
行
団
体
が
立
ち
上

が
り
、
合
同
運
行
に
参
加
し
て
く
だ
さ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

答

答

問

問

前田　一裕 議員

有
料
広
告
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第
一
二
七
回 

俳
句
箱 

入
選
句令

和
七
年
十
月
～
令
和
七
年
十
二
月

●
投
句
数　
　

小
・
中
学
生
の
部 　
　

九
十
三 

句

高
校
・
一
般
の
部 　
　

三
十
六 

句

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合　
　

計 　

百
二
十
九 

句

優
秀
賞

●
小
・
中
学
生
の
部　

か
ま
き
り
の
た
ま
ご
を
う
ち
に
も
っ
て
き
た
よ�

大
鰐
小
学
校　

一
年　

五
十
嵐
丈
尊

秋
の
空
ひ
こ
う
き
ぐ
も
が
ま
っ
す
ぐ
に�

大
鰐
小
学
校　

二
年　

佐
藤　

栞
菜

さ
つ
ま
い
も
ほ
れ
ば
ほ
る
ほ
ど
出
て
く
る
よ�

大
鰐
小
学
校　

二
年　

渡
辺　

翠
織

外
出
た
ら
秋
の
夜
空
と
虫
の
声�
大
鰐
小
学
校　

三
年　

山
中　

望
愛

あ
き
の
ゆ
も
友
と
わ
ら
え
ば
あ
た
た
か
い�
大
鰐
小
学
校　

三
年　

小
堀
す
み
れ

ぬ
く
ぬ
く
と
み
か
ん
を
む
く
手
温
か
い�

大
鰐
小
学
校　

四
年　

小
田
桐
好
春

風
に
ゆ
れ
ふ
ん
ば
り
た
え
る
枯
れ
す
す
き�

大
鰐
小
学
校　

六
年　

原
田　

椿
妃

茜
空
り
ん
ご
が
香
る
そ
よ
風
と�

大
鰐
中
学
校　

二
年　

浅
利　

悠
羽

み
ん
な
と
の
絆
が
深
ま
る
文
化
祭�

大
鰐
中
学
校　

二
年　

鈴
木　

優
颯

コ
ス
モ
ス
に
惚
れ
て
し
ま
っ
た
あ
の
朝
に�

大
鰐
中
学
校　

三
年　

山
口　

詩
月

●
高
校
・
一
般
の
部

芸
術
の
秋
を
持
ち
寄
り
賞
め
合
ゆ
る�

弘
前
市　

小
林　

厳
喜

山
粧
う
み
ち
の
く
の
朝
静
か
な
り�

埼
玉
県
桶
川
市　

佐
藤　

誠
一

手
古
奈
川
菊
一
輪
を
捧
げ
け
り�

弘
前
市　

中
田　

隆
昭

日
の
光
お
湯
に
照
ら
せ
れ
も
み
じ
ぶ
ろ�

岩
手
県
滝
沢
市　

千
葉　

里
桜

総
裁
選
女
性
初
の
字
秋
の
雲�

青
森
市　

山
舘
伸
太
郎

遅
刻
か
も
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に
氷
霜�

大
鰐
町　

田
中　

大
生
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火災予防・交通安全　  こちら警察・消防！

急ぐ日も急ぐ日も

足止め火を止め　準備よし足止め火を止め　準備よし

雪片付けや雪下ろし時の事故にご注意を�
　２月4日は立春と呼ばれるように暦上では春が始まる
日となっています。しかし春が始まるといえどもまだま
だ寒い日が続いています。雪の晴れ間に雪片付けや雪下
ろしにと精を出しているのではないでしょうか。
　しかし、この雪片付けや雪下ろしによる事故が例年後
を絶ちません。事故を未然に防ぐため次の5つのことに
注意しましょう。

①　屋根雪を下すため屋根に上るときは身体にロープ等
を結び、もう片方を雪止め等に固定するなどして転
落しないようにしましょう。

②　はしごを使用する際はしっかりと固定してから使用
するようにしましょう。

③　雪が積もった屋根の下に入らないようにしましょ
う。

④　除雪機に詰まった雪を除去する際は必ずエンジンを
止めてから行いましょう。

⑤　融雪溝への転落を防ぐため雪切網は絶対に取り外さ
ないようにしてください。

　以上の５つのことに注意して除雪作業を行うようにし
ましょう。

油流出事故にご注意ください�
　灯油等の流出事故が多く発生しています。側溝等に
流れ出すと河川へ流出し、重大な環境汚染を引き起こ
し、「水道や農業用水が取水できない」、「魚がへい死
する」などの人々の生活や動植物に多大な影響を与え
る恐れがあります。

流出事故を防ぐために
家庭では
●ホームタンクなどから灯油を小分けする時は、絶対
にその場を離れないようにしましょう。
●ホームタンクは安定した場所に設置し転倒防止を
行ってください。

●配管やタンクの定期点検に努め、バルブの閉め忘れ
に注意しましょう。
●冬期間は、屋根からの落雪による配管の破損・脱落
や、ホームタンクの転倒に注意しましょう。また、除
雪による配管の破損にも気をつけてください。

事業所では
●油をタンクへ補給するときは、吹きこぼしや、オー
バーフローに注意しましょう。
●タンク周囲の流出防止対策（防油堤など）や配管に
異常がないか定期的に確認しましょう。
●油の在庫を定期的に確認し、平時より減りが早くな
いか注意してください。
●廃油は専門業者に委託するなど適正処分してくださ
い。
●冬期間は、屋根からの落雪による配管の破損・脱落
や、除雪による配管の破損に細心の注意を払ってくだ
さい。

冬期間の対策
●降雪前に除雪作業の支障となる物件について把握し
ておく。
●タンクや突出している配管が屋外にある場合は、冬
期間（降雪前）に目印をつけたり、損傷防止措置をす
る。
●日頃から、施設の定期点検を実施する。

事故が発生したら
１　発生源の流出防止対策を講じる（至急、消防署・役

場に連絡）
２　敷地外に流出しないよう、土のう等で防止対策を講

じる 
３　敷地内外に流出した物質を回収・除去

■大鰐町内の火災・救急発生状況
（令和７年12月末現在）

令和７年 前年比

火　災 ４件 ＋１件
救　急 ４８６件 ＋３４件

令和7年度全国統一防火標語令和7年度全国統一防火標語 消防だより

東消防署 南分署
☎48・2108
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　インターネットは便利な一方、お金をだまし取られ
たり、個人情報やクレジットカード情報が狙われたり
するなど、様々な危険が潜んでいます。
　私たち一人ひとりが「サイバーセキュリティ月間

（情報や通信の安全）」について関心を高めていき、被
害に遭わないようにしましょう。

☆あなたは大丈夫？セキュリティ対策☆
①画面ロックしていますか？
　スマートフォンやタブレット等を紛失してしまった
際に、誰かに不正に使用されることがないよう、画面
ロック機能を必ず有効にしてください。
②アップデートしていますか？
　パソコンやスマートフォン、アプリなどの「アップ
デートしてください」という通知を無視していません
か？最新のバージョンに更新するとセキュリティも向
上します。忘れずに行いましょう。
③パスワードは名前と生年月日ではないですか？使い

回していませんか？
　アカウントのパスワードは大事です。他人に推測さ
れにくい文字列を設定しましょう。また、パスワード
を複数のウェブサイトなどで使い回していると、何か
の機会で流出した際に被害が拡大する可能性がありま
す。パスワードが覚えられない場合は紙やアプリで大
事に管理しましょう。
④【重要！】【至急！】メールの URL をすぐにクリッ

クしていませんか？
　実在する企業の名前で「重要」や「至急」という
メールが届いても、すぐにメール内の URL をクリッ
クしないようにしましょう。ウイルス感染や本物そっ
くりのウェブサイトであなたのアカウント情報が盗み
取られてしまう可能性があります。
　確認する際は、公式サイトやアプリからログインし
ましょう。
⑤詐欺にも注意！
　○「ビー！ビー！」突然の警告に慌てないで！その
サポートは詐欺です！
　パソコンでウェブサイトを見ていると、突然、警告
音が鳴り「ウイルスに感染」などの警告が表示される
ことがあります。表示された電話番号に電話してしま
うと、遠隔操作であなたのパソコンのデータを見られ
てしまったり、有償サポート契約へ誘導されたりしま
す。慌てずにパソコンを再起動するなどしてください。
　○「簡単に稼げますよ」「投資に興味ありますか？」
投資の誘いは詐欺！
　SNS では、突然、知らない人から「友達になりま
せんか」と連絡がくることがあります。異性、外国人、
著名人からの連絡は要注意です。何気ない会話で仲良
くなろうとし、その後、株や暗号資産などの投資を勧
めてきます。相手から見せられる画面上では利益が出
ているように見えるので、追加投資名目で更にお金を
奪われるなど被害が高額化する傾向にあります。

■お問合せ　
　黒石警察署大鰐交番　☎ 48・2241

冬道の交通事故を防止しよう
　令和７年12月に発生した交通事故のうち、約３割
が冬道のスリップによる事故となっています。
　青森県内では、積雪や気温の低下により、視界不良
や路面が凍結するなど、路面状況が悪い日が続くこと
により、事故の可能性が高くなるおそれがあります。
　また、急激に冷え込む早朝や夜間は、雪が降ってい
なくても路面凍結の可能性があり、とても危険です。
　冬道の交通事故を防止するにはどのようなことに気
をつければ良いのでしょうか。
～知っておきたい！！冬道走行時にすべきこと～
〈道路や交通の状況の確認〉
　出発する前に、ラジオを聞いたり、日本道路交通情
報センターに電話をかけたりするなど、あらかじめ道
路や交通の状況を確認する。
〈雪路用タイヤ等の装着〉
　雪路や凍り付いた道は滑りやすいので、タイヤチ
ェーンや雪路用タイヤを装着した上で、速度を落とし、
十分に車間距離をとって走行する。
〈急のつく運転の防止〉
　横滑りを起こすことが多いので、ハンドルやブレー
キの操作は慎重に行う。
　急発進・急ブレーキ・急ハンドルはしない。
〈車の通った跡を走行する〉
　雪が積もっている道を走るとハンドルを取られる危
険性があります。
　他の車が通った跡を選んで走行することで比較的走
りやすくなります。

〈歩行者の皆さんへ〉
　冬の期間は、積雪により死角が増えることによって
歩行者が見えにくくなります。
　ドライバーの皆さんが横断する歩行者に十分注意す
ることはもちろんですが、歩行者の皆さんも「自分に
気づいていないかもしれない」と慎重に横断するよう
にしましょう。

サイバーセキュリティ月間です
　２月１日から３月18日は、政府の定める「サイバー
セキュリティ月間」です。

１・２・３で覚えよう！！
～冬道の交通事故防止～

ゆとりを持って走ろう
心と時間と車間距離

２倍 以 上 の
車 間 距 離

３ 分 以 上
早 め の 出 発

１ 割 以 上 の
スピードダウン

警察だより
黒石警察署大鰐交番
☎48・2241
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行事予報・戸籍の窓口など　  月替わり掲載コーナー 

　昨年４月、八戸市の「青森つばめプロパン販売（株）」が、同じ八戸市

の明治創業の老舗醤油店「髙村醤油本店」を引き継ぎました。

　髙村醤油本店は、３代目代表が70歳を過ぎ後継者がおらず廃業の危機に

ありましたが、長年のファンがいることや製品を学校給食にも提供してい

ることから、引き受け手を求めて青森県事業承継・引継ぎ支援センターに

相談にきました。

　一方、つばめプロパンは、事業の多角化を進めるためにセンターに相談にきていました。センターが仲介し両

社の代表者を引き合わせ、数回の面談を経て事業の引き継ぎが決定しました。

　髙村醤油本店は廃業することなく、多くのファンを持つ伝統の味は残されることになりました。

　さて、なぜつばめプロパンは異業種の醤油メーカーを引き継いだのでしょうか。

　実は、つばめプロパンは灯油を販売し、ポリタンク２缶から県南地域一帯と岩手県北地域まで無料で配達する

事業を展開していることが関係しています。

　同社の経営理念は、「地域に密着したサービスでお客様の暮らしをサポートします」です。

　今、お年寄り世帯がどんどん増え、重い物を持ち運ぶことが大変な負担になっています。そんな方々のお役に

立ちたい、いろんなものをお届けすることで地域に貢献したいと、酒販店を買収し、ビール、お酒、さらには水

も配達商品に加えており、今回は醤油を新たに配達することにしたのです。

　醤油を配達可能な商品に加えたことで、新規のお客様の開拓につながりました。  

　さらに、醤油のギフトボックスを新商品として開発し、販売を開始しました。企画した社員は今まで経験のな

かった新商品開発に取り組むことができて喜んでいるそうです。

　このように第三者承継は、双方にメリットをもたらす Win-Win（ウィンウィン）関係をつくり、それまで以

上に双方が発展する可能性を秘めているということです。

　当センターは、このような第三者承継のお手伝いをすべて無料で行っています。

　後継者不在のお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽に当センターにご相談ください。

■お問合せ
　青森県事業承継・引継ぎ支援センター　☎ 017・723・1040

第三者承継のメリット

意外な組み合わせ

Vol.8

事業承継を
全力応援!! ④

ホームページはこちら

　21あおもり産業総合支援センター（青森市）では、県内の中小企業者の皆様の創業、売上拡大、
経営改善、事業承継など、経営に関する様々な相談に応じています。
　今回は、事業承継の支援事例について紹介します！
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4

株式会社　檜葉三百

こんにちは。檜葉三百（ひばさんびゃく） です。
毎⽉、地域の⽅を出会った順にインタビューさせていただき、お届けしていきます。

　早瀬地区にある「わにもっこ」さんは、デザインを“⾒た⽬”ではなく“社会的な意味を伝える⼿段”として
捉え、「⾃分たちの森の⽊に付加価値をつけて商売をしよう」という考えのもと、檜葉や秋⽥杉などを使ったも
のづくりに取り組んでいます。

檜葉の仕事をしていると言ったときに、檜葉の⽊⼯をやっている「わにもっこ」さん
があると教えていただき、⼭内さんに出会いました。
繊細な⽊⼯品に⼼を打たれ、その⽇にコースターを買って帰りました！

編集後記
⼭内さんのお話から、「デザイン」は⾒た⽬や流⾏ではなく、 ⼟地や暮らし、時間を次にど
う⼿渡すかを考えることなのだと感じました。外材が⼊り、⼭の仕事が難しくなった時代
を経ても、⾃分たちの森の⽊で「残るもの」をつくる。新しさと古さのどちらかに偏るの
ではなく、「なぜこれをつくるのか」を問い続ける姿勢に、僕も⾃分を⾒つめ直すきっかけ
になりました。⽊の形や⼿触りの奥にある、積み重ねられてきた時間と考え⽅。ものを⾒
る⽬が少し変わる取材でした。� （⾅井）

12⽉の活動記録－檜葉三百
　12⽉は、来年度に挑戦することの内容をまとめました。
　檜葉三百として、来年度は⽞関⼝である「⼤鰐温泉駅」のプチ改修と新商品開発、役場の職員と町⺠や事業者さんをつなぐ「あ
した会議」、空き家対策、居住地確保のための企業誘致に取り組みたいと考えています。
　また、広報では紹介しきれない⼈たちとのアプリ版ラジオ「ポッドキャスト」を進めるための準備をし
ています。
　⼤鰐町には、たくさんの素敵な⼈がいて、様々な思いを持った⼈たちと私たちが夜に飲みながら雑談を
するゆるっとしたラジオとなっております。リリースした際には、お知らせするのでぜひ聞いて下さい！

山
やま

内
うち

 将
しょう

才
さい

さん

第四回⽬は、

ここりすりす通通信信

　⻘森は⽩神⼭地に代表される広葉樹林帯が広がり、秋⽥杉や
檜葉と共に⽣きてきた⼟地です。
　⼤鰐町でも、農家が冬の農閑期に⼭仕事をするのは当たり前
の⾵景でした。しかし昭和50年頃から外材が流⼊し、⼭の仕
事は成り立たなくなっていきました。
　「それなら、⾃分たちの森の⽊に付加価値をつけて商売をし
よう。」そう考え、地元の⽊を使い、残せるものをつくる道を
選びました。

なぜ、この場で⽊⼯をやっているのですか？ ⼭内さんにとって“デザイン”とは何でしょうか？
　「かっこよさや流⾏ではなく、社会的な意味を伝える⼿段」
だと思っています。⼦どもが⽣まれ、おもちゃや⼦ども椅⼦を
つくり始めたことで、初めて“誰
のためにつくるのか”が明確にな
りました。古いものをただ新しく
するのではなく、暮らしや⽂化の
⼟台として残していくことだと思
います。

　うまくいった仕事よりも、⼤⾚字になった仕事や、クレーム
が来て全部やり直しになった仕事の⽅が印象に残っています。
　ミスが重なって、仕事にならないくらい追い込まれたことも
ありました。でも、あとから振り返ると、そういう時ほど達成
感があるんです。
　「これでいいや」と思って出したものは、必ず戻ってきます。
きついですけど、なぜだめだったのかを考え直す機会になり
ます。
　その過程で、⾃分にはなかった考え⽅や感覚を受け取ってき
たと思っています。失敗も含めて引き受けることが、ものづく
りには⽋かせないと感じています。

最も達成感を感じる瞬間は？ ⼤鰐町の魅⼒・好きなところは？
　新しいことをやるのは⼤事ですが、古いものを⼤切にする視
点も、もっと必要だと思っています。
　古い建物や道具には、そこに住んできた⼈たちの形跡や、⽂
化の⼟台があります。新しくすれば⼀⾒きれいになりますが、
それだけでいいのかは、ずっと考えています。
　今の⼤鰐町を⾒ると、産地館や新しい取り組みの競争のよう
に⾒える部分もあります。でも、本当に⼤切なのは、古くなっ
た町並みをどう活かし、どう残していくかだと思います。
　街全体で、⽇常の中にずっと残っていくものを考えていけた
らいいですね。
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行事予報・戸籍の窓口など　  月替わり掲載コーナー 

◆作り方
①大根はよく洗い、ひげ根を取り除く（皮はそのま
ま）。
　長さ５cm、太さ５mm程度の細切りにする。
　ツナ缶の汁気と大根の水分はキッチンペーパーでよ
く切る。
②ボウルにサラダ油以外の材料全てを入れ、手早く混
ぜる。
③フライパンに油を熱し、②を入れ、フタをせずに両
面に焼き色がつくまで中火で加熱する。

★レシピのポイント！
　ビタミン Cは大根の皮に多く含まれるため、皮を
そのまま使います。

★気になる栄養価（１人分）は？
　エネルギー /78kcal、タンパク質 /7.9g、
　脂質 /2.5g、炭水化物 /7.6g、食塩 /0.5g

■レシピに関するお問合せ
　保健福祉課健康推進係　☎55・7149（直通）

１日に野菜を 350 ｇ以上食べよう

大鰐町民は男性 143.8g/ 日、女性 149.8g/ 日と野
菜の摂取量がとても少ないです。そこで旬ご
との野菜を使ったレシピを紹介します。ぜひご家庭
でも作ってみてください♪

野菜が 110g（１人分）
摂れるレシピです

～今月のコラム～
　大根に含まれるビタミン C や、辛み成分で
あるイソチオシアネートには抗酸化作用があ
るため、がんの予防が期待できます。また、
ビタミン C は免疫機能を高める作用もあるた
め、風邪をひきやすい季節では意識して摂り
たい栄養素です。

材料名 分量（４人分）

大根 中1/2本（約500g）

ツナ缶（水煮） ２缶（約140g）

ピザ用チーズ 大さじ４

片栗粉 小さじ４

塩 少々

こしょう 少々

サラダ油 大さじ２

２月のおすすめレシピは ･･

ハッシュド大根

町管理栄養士 ひなたの

おすすめレシピ
　　　　　　　vol.58



29 広報おおわに ２月号

■
毎
月
20
日
は
、
健
康
の
日
で
す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

２ 月
14日（土）～17日（火） ○第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会

16日（月）～ ○町・県民税申告相談

28日（土） ○大鰐温泉スキー場まつり（詳細はＰ10をご確認ください）

３ 月
１日（日） ○消防出初式

12日（木） ○大鰐中学校卒業証書授与式

19日（木） ○大鰐小学校卒業証書授与式

お誕生おめでとう　
お子さん（地区名）

戸籍の窓口 （※順不同、敬称略。大鰐町に届け出し、
希望された方のみ掲載しています。）

■ 12月受付分

・原　田　明　悟（82歳）虹貝
・山　田　ぬ　い（94歳）九十九森
・三　上　キ　ヨ（95歳）居土
・原　田　ヒロ子（80歳）虹貝
・松　橋　悦　子（58歳）蔵館５Ｂ
・白　戸　ハ　ツ（81歳）大鰐10
・中　嶋　光　昭（101歳）居土

・下　山　繁　實（82歳）前田ノ沢
・築　舘　千登世（84歳）唐牛
・木　田　大　勝（50歳）三ツ目内Ｂ
・佐々木　ヤ　ヨ（98歳）九十九森
・三　浦　一　昭（88歳）八幡館

・櫻　井　虹
に

　来
こ

（三ツ目内Ｂ）

・神　　　城
じょう

　助
すけ

（大鰐９）

おくやみもうします　
亡くなった人（年齢）地区名

大鰐町の人口と世帯数
令和７年12月末日現在
人　口 8,009人
前月比 －15人
　　男 3,678人
　　女 4,331人
平均年齢 57.8歳
世帯数 3,978世帯
前月比 ＋２世帯

行事予報
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お知らせ・募集など　 おおわにかわら版

令
和
８
年
度「
奨
学
金
制
度
」の

お
知
ら
せ

　

大
鰐
町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
修
学
が
困
難

な
方
を
対
象
に
『
奨
学
金
制
度
』
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。『
奨
学
金
制
度
』
の
申
込
書
類
は
、
学

務
生
涯
学
習
課
（
中
央
公
民
館
内
）
に
備
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
奨
学
金
の
額

①
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校

の
高
等
課
程
の
生
徒

　
【
月
額
１
０
０
０
０
円
】

②
大
学
（
専
門
職
大
学
、
大
学
院
、
専
門
職
大

学
院
、
短
期
大
学
、
専
門
職
短
期
大
学
を
含

む
）
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
学
生

　
【
月
額
３
０
０
０
０
円
】

●
貸
与
の
期
間

　

奨
学
金
を
貸
与
す
る
期
間
は
、
入
学
す
る
学
校

の
正
規
の
修
業
期
間
で
す
。
な
お
、
引
き
続
き
上

級
学
校
へ
入
学
し
た
際
は
、
そ
の
正
規
の
修
業
期

間
を
貸
与
の
期
間
と
し
て
継
続
で
き
ま
す
。

●
奨
学
金
の
返
済

　

学
校
卒
業
後
１
年
間
を
据
え
置
い
て
、
15
年
以

内(

貸
与
の
期
間
が
４
年
以
内
の
と
き
は
、
10
年

以
内)

の
半
年
賦
、
又
は
年
賦
で
返
済
。

●
申
込
期
限
（
書
類
提
出
期
限
）

　

令
和
８
年
３
月
25
日
（
水
）

問
大
鰐
町
教
育
委
員
会　

学
務
生
涯
学
習
課

　
（
中
央
公
民
館
内
）
☎
４
８
・
３
２
０
１

小
・
中
学
校
の
講
師
お
よ
び
ス
ク
ー
ル
サ

ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
募
集
！（
令
和
８
年
度
）

　

公
立
小
・
中
学
校
に
お
い
て
、
令
和
８
年
度
に

児
童
・
生
徒
の
指
導
に
当
た
る
「
講
師
（
臨
時
的

任
用
職
員
）」
と
教
員
に
代
わ
っ
て
教
材
の
準
備

等
を
行
う
「
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
（
週

15
時
間
又
は
週
10
時
間
勤
務
）」
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

●
応
募
資
格

【
講
師
】
小
・
中
学
校
の
教
員
免
許
状
を
所
有
し

て
い
る
人

※「
臨
時
免
許
状
」
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、

所
持
免
許
状
以
外
の
校
種
・
教
科
の
指
導
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
】
資
格
等
不
要

●
応
募
方
法

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
二
次
元
コ
ー
ド
）
に
掲
載
し

て
い
る
「
青
森
県
公
立
学
校
臨
時
的
任
用
職
員
申

請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
県
教
育
庁
中
南
教
育
事
務
所

　
（
弘
前
市
蔵
主
町
４
）

☎
３
２
・
４
４
５
１

弘
前
地
区
環
境
整
備
事
務
組
合

か
ら
の
お
知
ら
せ

　
【
プ
ラ
ザ
棟
で
楽
し
く
遊
ぼ
う
！
体
験
教
室
】

　

参
加
者
募
集

　

プ
ラ
ザ
棟
で
エ
コ
な
モ
ノ
づ
く
り
体
験
を
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

●
日
　
時　
３
月
１
日
（
日
）
９
時
30
分
～
正
午

●
内
　
容

①
エ
コ
な
ミ
ニ
ね
ぷ
た
工
作

②
使
い
残
し
の
ろ
う
そ
く
を
使
っ
て
キ
ャ
ン
ド

ル
作
り

●
場
　
所

　

弘
前
地
区
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー　

プ
ラ
ザ
棟

（
弘
前
市
大
字
町
田
字
筒
井
６
―
２
）

▽
講
　
師　
プ
ラ
ザ
棟
職
員

▽
対
　
象　
小
学
生
30
人
（
先
着
順
）

※
小
学
生
１
人
に
つ
き
保
護
者
１
人
の
同
伴
が
必

要
で
す
。

▽
参
加
料　
無
料

▽
持
ち
物　
特
に
あ
り
ま
せ
ん

※
汚
れ
て
も
構
わ
な
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
方
法　
２
月
８
日
（
日
）
午
前
９
時
か
ら

受
付
を
開
始
し
ま
す
。
電
話
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

（
教
室
名
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・
住
所
・

電
話
番
号
を
記
入
）
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

Ｅplaza-ebarahirosaki@
ebara.com

　

２
人
ま
で
申
し
込
み
で
き
ま
す
。
詳
細
は
プ
ラ

ザ
棟
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
弘
前
地
区
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー　

プ
ラ
ザ
棟

（
☎
３
６
・
３
３
８
８
、
受
付
時
間
は
９
時
～

16
時
）

※
月
曜
日
は
休
館
日
で
す
。
月
曜
日
が
祝
日
の
場

合
は
翌
日
が
休
館
日
で
す
。

放
送
大
学
入
学
生
募
集
の
お
知

ら
せ

　

放
送
大
学
で
は
、
令
和
８
年
度
４
月
入
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

　

放
送
大
学
で
は
、「
大
学
を
卒
業
し
た
い
」「
働

き
な
が
ら
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
た
い
」「
学
び
を
楽

し
み
た
い
」「
空
い
た
時
間
を
有
功
に
使
い
た
い
」

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
で
様
々
な
年
代
や
職
業

の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

　

入
学
試
験
が
な
く
、「
学
び
た
い
」
と
い
う
気

持
ち
が
あ
れ
ば
、
誰
で
も
入
学
で
き
ま
す
。

　

受
講
か
ら
単
位
認
定
試
験
ま
で
オ
ン
ラ
イ
ン
で

で
き
る
た
め
、
今
の
時
代
の
学
び
方
と
し
て
も
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
。

○
出
願
期
間　
令
和
８
年
３
月
16
日
ま
で

　

資
料
を
無
料
で
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
放
送
大
学
青
森
学
習
セ
ン
タ
ー
（
☎

３
８
・
０
５
０
０
）
ま
た
は
、
八
戸
サ
テ
ラ
イ
ト

ス
ペ
ー
ス
（
☎
０
１
７
８
・
７
０
・
１
６
６
３
）

ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

○
詳
し
く
は
、
放
送
大
学
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

(https://w
w

w
.ouj.ac.jp)

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

町
民
公
開
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
す

　

脳
の
健
康
に
つ
い
て
～
大
切
な
記
憶
と
お
金
を

守
る
た
め
に
～

第
一
部　

将
来
の
安
心
に
そ
な
え
る

�

～
認
知
症
と
お
金
の
管
理
～

【
講
師
】
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行　

個
人
部

　
　
　
　

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー　

兼
松
崇
文

第
二
部　

認
知
症
早
期
発
見
の
ポ
イ
ン
ト

【
司
会
】
お
お
わ
に
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　

院
長　

水
尻　

栄

【
講
師
】
弘
前
愛
成
会
病
院

　
　
　
　

内
科　

波
岡　

那
由
太

○
日
時　
２
月
28
日
（
土
）
13
時
～
14
時
10
分

○
会
場　
大
鰐
町
中
央
公
民
館　

３
階　

研
修
室

※
特
に
事
前
申
込
み
な
ど
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
当

日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
主
催　
株
式
会
社
エ
ー
ザ
イ

問
担
当
者　

☎
０
７
０
・
２
１
６
９
・
０
３
２
５

訂
正
と
お
詫
び

広
報
お
お
わ
に
１
月
号
２
ペ
ー
ジ
に
て
、

「
大
鰐
温
泉
冬
ね
ぷ
た
が
運
行
さ
れ
ま
し
た
」

の
主
催
者
を
『
清
水
崇
則
』
さ
ん
と
記
載
し

て
お
り
ま
す
が
、
正
し
く
は
『
佐
藤
和
之
』

さ
ん
に
な
り
ま
す
。
訂
正
し
て
お
詫
び
い
た

し
ま
す
。
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いろんな感謝祭� 西山　美菜

人文社会科学部 2 年の西山美菜です。私は 11 月 29 日・30 日に、鰐
come で開催された「まるごと大鰐秋の感謝祭」において、ステージイ
ベントの企画・運営に携わる貴重な機会をいただきました。

イベント企画は初めての経験で、何から始めればよいのか分からない
状態でしたが、町役場の方々に助言をいただきながら、手探りで準備を
進めていきました。タイムスケジュールや予算の管理に加え、「どうす
れば大鰐町の方々に楽しんでもらえるか」「どうすれば町の魅力に興味
を持ってもらえるか」を何度も話し合い、企画内容を練り上げました。

準備期間中は不安や迷いもありましたが、迎えた当日は想像していた
以上に多くの来場者が訪れ、子どもから高齢の方まで世代を問わず楽し
んでいる様子が印象的でした。大きなトラブルもなく無事に終えること
ができ、お客さんに楽しんでもらえたことに達成感とうれしさ、そして
大きな安心感を覚えました。イベントに協力してくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

今回の経験を通して、地域の方々と協力しながらイベントをつくり上げることのやりがいや難しさを
実感しました。実際に企画運営をしてみて見えた課題や面白くするためのコツなどもありました。もし
またこのような機会があれば、リベンジもかねてぜひ積極的に関わっていきたいです。

ＥＮＪＯＹ！� 對馬　侑斗

私が大鰐町のことを知ったのは一昨年の冬でした。周
りの人が言うにはどうやら温泉があって良い場所らしい、
と。
ある日温泉に入りたくなりふと大鰐を訪れました。駅

を出てすぐに足湯があり、心躍りました。ぶらりと町中
を歩くと温泉がたくさんあり、さらに心躍りました。以
来温泉に入りたいと思った時は、弘前市内の温泉ではな
く大鰐の温泉が一番に思い浮かびます。
そして実習に参加してからは大鰐を訪れる機会が多くなりました。職員の方に大鰐の様々なスポット

を案内していただきました。その中でも特に心躍ったのが平川親水公園でした。私の中の青春のイメー
ジのひとつとして川で遊ぶ、というのがありました。しかし私の地元にはふらりと寄れる川が無く、川
への憧れをずっと隠して生きてきました。それが大鰐で数分歩いた先にあるなんて。理想の川、私の青
春はここにもあったんだ、とすぐに水遊びがしたくなりました。
平川親水公園を知ったその週末にピクニックをしに訪れました。川に足を入れながらレジャーシート

の上でお弁当を食べ、足元を泳ぐ小魚を見つけては喜び、コンクリートの上で倒れている虫にビビり、
水切りをするために丸い石を探し回り、水の中で冷やしたジュースを飲む。川の水は温かかったのでジ
ュースはほぼ常温でしたが、川でやりたかったことをたくさんできてじんわりと心が満たされていくの
を感じました。
 大鰐町は私の青春を彩ってくれた大切な場所です。実際に訪れて町内外の人の話を聞いていると、

大鰐町は誰かの思い出の場所で、思い出になっていく場所なんだとより思えました。微力ではあります
が、私も大鰐町の魅力を多くの人に伝えていけたらなと思います。

　昨年度から実施している、弘前大学協働事業「町職員 × 弘前
大学生大鰐未来づくりプロジェクト」。今年度は広報６月号から
月１回、弘前大学生が大鰐町を見て、触れて、感じたことについ
てのコラムコーナーを掲載しています。令和７年度第７回目は、
西山　美菜（にしやま　みな）さんと對馬　侑斗（つしま　ゆき
と）さんが語ってくれます !

弘前大学生弘前大学生
コラムココラムコーーナナーー
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わになって みんなポカポカ 大鰐町

　大鰐温泉スキー場で、も
やっぴーがスキーを滑ろう
としている後ろ姿です。今
年は豪雪で雪かきに追われ
る毎日ではありますが、ス
キー場はコンディションが
良好です。是非スキー場に
お越しください。町公式
Instagram でも公開した写
真です、そちらも是非ご登
録ください。

３歳児健診 むし歯のない子３歳児健診 むし歯のない子
12月の３歳児健診でむし歯が無かった子どもたちを紹介します！

菊菊
き くき く

池池
ちち

　　桜桜
おうおう

妃妃
はは

  ちゃんちゃん
（蔵館５Ｂ）（蔵館５Ｂ）

山山
や まや ま

口口
ぐ ちぐ ち

　　笑笑
ええ

苗苗
なな

  ちゃんちゃん
（虹貝）（虹貝）

佐佐
ささ

藤藤
と うと う

　　成成
じょうじょう

  くんくん
（鯖石）（鯖石）


